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近
世
大
嘗
祭
に
於
け
る
荒
見
川
祓
の
研
究

　
　
―
儀
式
次
第
と
作
法
・
祓
具
の
分
析
を
手
掛
か
り
と
し
て
―

吉
永
博
彰

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

神
道
・
神
社
の
祭
祀
・
儀
礼
に
於
い
て
、
神
祇
を
奉
斎
す
る
た
め
に
、

一
貫
し
て
清
浄
が
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
清
浄
を
期

す
た
め
に
、
恒
例
・
臨
時
の
祓
儀
礼
が
行
わ
れ
て
諸
々
の
罪
が
解
き
除
か

れ
、
ま
た
禊
に
よ
り
穢
汚
が
取
り
除
か
れ
る
。
さ
ら
に
祭
儀
に
臨
ん
で
は

「
斎
戒
（
い
み
・
つ
つ
し
み
）」
に
よ
っ
て
清
浄
が
保
た
れ
た
。
清
浄
を
重

視
す
る
姿
勢
は
神
祇
へ
の
畏
敬
の
念
と
と
も
に
重
ん
じ
ら
れ
、
祭
儀
の
性

質
や
時
代
、
地
域
等
に
よ
り
若
干
の
差
異
は
あ
る
が
、
凡
そ
神
道
・
神
社

の
祭
祀
・
信
仰
の
根
幹
を
成
す
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

筆
者
は
こ
う
し
た
祓
の
歴
史
に
注
目
し
、
祓
に
用
い
る
具
（
そ
な
え
）

の
変
遷
を
手
掛
か
り
に
、
古
代
か
ら
明
治
初
年
に
至
る
ま
で
の
祓
の
在
り

方
の
変
容
、
祓
具
（
大
麻
）
の
変
質
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（

1
（

。
大

麻
の
用
例
か
ら
、
元
来
の
祓
と
は
罪
の
贖
い
・
解
除
を
神
に
請こ
い

願ね
が

い
、
料

物
を
差
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
祓
が
罪
穢
の
払
拭
を
期
す
よ
う

に
も
な
る
と
、
祓
具
は
罪
穢
を
移
す
た
め
の
媒
体
と
も
な
っ
た
と
結
論
付

け
た
。
そ
の
際
、
近
世
の
具
体
的
な
事
例
を
幾
つ
か
紹
介
し
、
大
嘗
祭
の

荒
見
川
祓
の
例
も
取
り
上
げ
た
。
同
祓
で
は
御
幣
状
の
大
麻
の
用
例
に
触

れ
た
が
、
用
法
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
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よ
っ
て
本
稿
は
、
神
道
の
祭
祀
に
あ
っ
て
唯
一
の
大
祀
、
国
家
の
最
重

要
の
祭
儀
・
大
嘗
祭
に
於
け
る
祓
に
焦
点
を
当
て
、
特
に
近
世
期
の
「
荒

見
川
祓
」
の
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
次
第
と
作
法
・
祓
具
の
様
相

の
解
明
を
通
じ
て
、
近
世
荒
見
川
祓
の
実
態
を
検
討
し
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
成
元
年
以
降
の
大
嘗
祭
研
究
で
は
数
多
く
の
関
係
論
考

が
み
ら
れ（

（
（

、
特
に
古
代
の
大
嘗
祭
に
於
け
る
祓
に
つ
い
て
は
、
岡
田
重
精

氏
の
研
究
に
詳
し
い（

3
（

。
一
方
で
、
近
世
の
再
興
以
降
の
荒
見
川
祓
を
主
た

る
対
象
と
し
た
論
考
は
み
ら
れ
な
い
。
再
興
に
当
た
り
、
途
絶
以
前
の
在

り
方
が
一
つ
の
拠
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
近
世
の
様
相

を
論
じ
る
の
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
途
絶
以
前
の
荒
見
川
の
祓
の
実
態
を
理

解
す
る
必
要
か
ら
、
古
代
の
同
祓
の
把
握
よ
り
始
め
て
ゆ
く
。

　
　
　

二
、『
儀
式
』
に
み
た
荒
見
河
で
の
祓

　

天
皇
の
即
位
と
祓
と
の
関
係
、
特
に
、
古
代
の
践
祚
大
嘗
祭
に
於
け
る

祓
の
様
相
を
具
体
的
に
窺
い
知
れ
る
史
料
が
、
平
安
前
期
の
貞
観
年
間

（
八
五
九
―
八
七
七
）
に
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
儀
式
書
『
儀
式
』（
い
わ
ゆ

る
『
貞
観
儀
式
』）
で
あ
る
。
同
書
で
は
巻
第
二
か
ら
第
四
ま
で
が
「
践

祚
大
嘗
祭
儀
」
に
充
て
ら
れ
、
大
嘗
祭
儀
の
式
次
第
が
順
を
追
っ
て
記
載

さ
れ
て
い
る（

4
（

。

　

本
稿
で
対
象
と
す
る
荒
見
川
で
の
祓
の
次
第
に
つ
い
て
は
、
統
括
役
の

検
校（

（
（

お
よ
び
運
営
・
実
務
担
当
の
行
事
以
下（

（
（

の
官
人
組
織
を
定
め
た
後
、

山
城
国
（
国
司
等
〔
地
方
行
政
官
〕）
に
対
し
、
北
野
の
地
（
平
安
宮
の

北
西
、
現
在
の
京
都
市
北
区
、
上
京
区
に
位
置
す
る
）
に
設
け
る
「
齋
場
」

の
場
を
卜
定
す
る
旨
が
告
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る（

（
（

。「
齋
場
」
と

は
祭
儀
の
場
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
北
野
に
設
け
る
大
嘗
祭
の
神
饌

調
理
・
祭
料
弁
備
等
を
行
う
臨
時
の
施
設
群
の
称
を
指
す
。

　
　

�

至
二
於
其
日
一
、
檢
校
以
下
率
二
神
祇
官
一
、
到
二
北
野
一
卜
二
定
其
地
一
、

其
儀
神
祇
官
・
悠
紀
・
主
基
兩
國
司
幷
山
城
國
郡
司
等
就
二
荒
見
河
一
、

陳
二
置
祓
物
一
、
各
五
色
薄
絁
各
一
尺
、
木
綿
二
斤
、
米
二
升
、
酒

一
斗
、
薄
鰒
・
堅
魚
・
海
藻
各
一
連
、
食
薦
二
枚
、
干
柏
六
把
、
並

國
辨
備
、
訖
行
事
以
下
・
雜
色
人
以
上
、
共
就
二
祓
場
一��

悠
紀
在
レ
上
、

主
基
在
レ
下
、�

大
祓
、
悠
紀
先
發
二
祓

詞
一
、
次
主
基　

訖
各
就
二
幄
下
一
、
卜
二
定
齋
場
一
、

　

期
日
に
至
る
と
検
校
以
下
（
の
行
事
）
が
神
祇
官
人
を
率
い
て
北
野
の

地
に
赴
き
、
斎
場
の
卜
定
を
行
う
。
卜
定
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
神
祇
官

人
と
悠
紀
・
主
基
両
国
の
国
司
な
ら
び
に
山
城
国
郡
司
等
が
荒
見
河
（
の

河
畔
か
）
に
就
き
、「
祓
物
」
を
並
べ
置
く
。
そ
の
よ
う
に
弁
備
（
用
意
）

が
終
わ
る
と
、
行
事
以
下
、
雜
色
人
（
下
級
官
人
）
以
上
が
共
に
祓
の
場
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に
就
き
、
一
同
で
大
祓
を
行
う
と
す
る
。
そ
う
し
て
、
荒
見
河
で
の
大
祓

が
終
わ
る
と
、
斎
場
の
卜
定
を
行
う
も
の
と
さ
れ
た
。

　

即
ち
「
践
祚
大
嘗
祭
儀
」
よ
り
、
平
安
前
期
の
大
嘗
祭
儀
に
在
っ
て
荒

見
河
に
於
け
る
大
祓
と
は
、
北
野
斎
場
と
い
う
大
嘗
祭
運
営
の
場
の
卜
定

に
際
し
て
奉
仕
者
一
同
を
祓
い
浄
め
る
儀
式
、
即
ち
別
の
行
事
に
先
行
す

る
性
質
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
践
祚
大
嘗
祭
儀
」
で
は
、
前
記
し
た
荒
見
河
で
の
大
祓
が
最

初
の
祓
儀
の
記
述
と
な
っ
て
い
る（

8
（

。
詳
細
な
大
祓
の
次
第
こ
そ
窺
え
な
い

が
、
一
方
で
「
祓
物
」
に
つ
い
て
は
弁
備
の
規
定
か
ら
か
詳
し
く
、
五
色

薄
絁
・
木
綿
【
布
帛
】
ほ
か
、
米
・
酒
・
薄
鰒
・
堅
魚
・
海
藻
【
飲
食
物
】、

食
薦
・
干
柏
【
供
進
の
料
】
よ
り
成
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
祓
物
」
に
は
、『
神
祇
令
』
諸
国
大
祓
条
に
あ
る
よ
う
な

馬
ほ
か
工
具
や
武
具
、
皮
な
ど
の
品
目（

（
（

は
み
ら
れ
ず
、
布
帛
類
と
飲
食
物

の
み
で
あ
る
が
、
酒
・
米
ほ
か
魚
貝
・
海
藻
と
い
っ
た
飲
食
物
を
多
く
含

ん
で
お
り
、
祭
祀
に
於
け
る
神
饌
品
目
に
通
じ
た
も
の
が
あ
る
。

　

前
記
の
通
り
、
祓
に
期
す
目
的
や
性
質
の
変
容
に
伴
い
、
平
安
中
期
以

降
の
祓
に
於
い
て
は
大
麻
ほ
か
各
種
の
麻
や
解
縄
、
人
形
等
の
祓
具
の
役

割
が
大
き
く
な
る
が
、
平
安
前
期
の
祓
に
於
け
る
祓
物
・
祓
の
科
料
と
は

清
浄
を
願
い
差
し
出
す
も
の
、
祭
祀
・
祈
願
の
料
物
（
祭
料
）
と
同
義
の

性
質
だ
っ
た
と
改
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。
岡
田
氏
は
「
荒
見
」
の
語
義
を

「
散
斎
（
ア
ラ
イ
ミ
）」
の
義
と
す
る
鈴
木
重
胤
（『
中
臣
寿
詞
講
義
』）
等

の
説
を
支
持
し
つ
つ
、
そ
の
時
期
を
八
月
下
旬
頃
と
み
て
い
る（
（1
（

。

　
　
　

三
、
古
代
の
大
嘗
祭
に
於
け
る
祓
浄

　

と
こ
ろ
で
、「
践
祚
大
嘗
祭
儀
」
に
み
え
る
大
祓
（
解
除
）
等
の
祓
浄

儀
礼
の
記
載
は
、
天
皇
の
禊
祓
ほ
か
潔
斎
（
沐
浴
）
を
含
め
る
と
、
一
六

例
（
天
皇
の
大
斎
・
小
斎
の
浴
湯
を
区
別
す
れ
ば
一
八
例
）
が
認
め
ら
れ

る
。
目
的
・
性
質
で
大
別
す
る
と
、
概
ね
六
種
に
分
け
ら
れ
る
。

　
〔
１
〕
他
の
行
事
に
先
立
ち
祓
浄
と
し
て
行
わ
れ
る
大
祓（
（（
（

。

　
〔
２
〕�

八
月
上
旬
に
左
右
京
・
五
畿
内
へ
、
下
旬
に
は
上
記
に
近
江
・

伊
勢
・
伊
賀
を
加
え
、
大
祓
使
を
発
遣
し
て
行
う
大
祓（
（1
（

。

　
〔
３
〕
天
皇
の
祓
禊
ほ
か
、
祭
儀
に
臨
み
潔
斎
と
し
て
行
う
も
の（
（1
（

。

　
〔
４
〕
神
へ
の
供
進
物
・
祭
料
を
麻
と
塩
湯
で
灑
し
潔
め
る
も
の（
（1
（

。

　
〔
５
〕�

晦
日
に
朱
雀
門
前
に
於
い
て
行
う
大
祓
。
儀
式
次
第
は
二
季
（
六

月
・
十
二
月
の
晦
日
）
に
同
じ（
（1
（

。

　
〔
６
〕
解
斎
の
た
め
十
一
月
下
旬
に
行
う
大
祓（
（1
（

。

　

荒
見
川
で
の
祓
に
つ
い
て
は
斎
場
卜
定
と
の
関
係
か
ら
〔
１
〕
に
分
類

さ
れ
よ
う
。『
儀
式
』
に
み
た
祓
儀
は
〔
１
〕
と
〔
３
〕
の
例
が
多
く
、

他
行
事
の
た
め
の
祓
浄
及
び
潔
斎
が
重
視
さ
れ
、数
多
く
行
わ
れ
て
い
た
。
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そ
の
後
、
平
安
中
期
の
延
長
五
（
九
二
七
）
年
成
立
『
延
喜
式
』（
律

令
の
施
行
細
則
）
巻
第
七
「
践
祚
大
嘗
祭
」
に
も
、
祓
・
禊
に
関
す
る
詳

細
な
規
定
が
確
認
で
き
る（
（1
（

。
同
式
で
は
大
祓
使
や
天
皇
の
御
禊
行
幸
、
斎

戒
・
禁
忌
事
項
等
に
関
す
る
記
述
が
冒
頭
部
に
一
部
ま
と
め
て
表
記
さ
れ

て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
全
体
を
通
じ
て
凡
そ
一
四
例
ほ
ど
の
祓
や
禊

が
確
認
さ
れ
る（
（1
（

。「
践
祚
大
嘗
祭
儀
」
に
み
え
る
も
の
と
概
ね
同
様
で
あ

る
が
、
荒
見
河
で
の
祓
は
見
出
せ
な
い
。

　

こ
れ
は
、
同
式
の
北
野
斎
場
の
記
載
に
因
る
も
の
で
、
用
地
の
卜
定
に

は
触
れ
ず
、
斎
場
の
設
置
・
建
設
か
ら
記
述
が
始
ま
る
た
め（
（1
（

、
卜
定
に
先

立
つ
荒
見
川
に
於
け
る
大
祓
も
記
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
平
安
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
荒
見
川
で
の
大
祓
が
、
斎
場
の
卜

場
と
い
う
他
行
事
に
先
行
す
る
性
質
の
も
の
、
数
あ
る
祓
儀
の
中
の
一
つ

で
あ
っ
た
こ
と
が
重
ね
て
見
て
取
れ
る
。

　

一
方
で
大
嘗
祭
（
大
嘗
会
）
に
関
係
す
る
祓
儀
は
、
国
史
、
歴
史
書
等

に
も
み
え
る
。
ま
ず
、
文
徳
天
皇
の
仁
寿
元
（
八
五
一
）
年
八
月
三
十
日

と
十
月
晦
（
三
十
日
）
に
は
、
大
嘗
祭
に
つ
き
朱
雀
門
前
に
て
百
官
を
対

象
に
大
祓
を
行
い
、
そ
の
間
の
十
月
二
十
六
日
に
は
天
皇
が
御
禊
を
修
め

る
た
め
に
鴨
川
に
行
幸
さ
れ
た
。
ま
た
大
嘗
祭
斎
行
後
の
十
一
月
晦

（
二
十
九
日
）、
解
斎
の
た
め
同
じ
く
朱
雀
門
前
で
大
祓
を
行
っ
て
い
る（
11
（

。

こ
こ
で
は
、
朱
雀
門
前
に
て
百
官
を
対
象
に
し
た
大
祓
と
、
天
皇
を
始
め

と
し
た
御
禊
と
が
、
共
に
目
的
を
「
爲
二
大
嘗
祭
一
。
豫
除
二
群
穢
一
。（
大

嘗
祭
の
為
、
予
め
群
穢
を
除
く
）」
と
す
る
。
既
に
高
原
玄
承
氏（
1（
（

や
三
橋

正
氏（
11
（

の
指
摘
に
も
あ
る
通
り
、
平
安
前
期
に
は
罪
を
解
き
除
く
と
い
う
古

来
の
祓
の
目
的
・
作
用
が
変
質
し
、
穢
を
除
く
た
め
の
禊
と
の
一
体
化
が

進
ん
だ
と
さ
れ
る
状
況
を
、
改
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
、
同
じ
く
朱

雀
門
前
に
て
解
斎
の
た
め
に
行
う
大
祓
に
つ
い
て
三
橋
氏
は
、「
大
祓
の

持
つ
転
換
機
能
に
、
更
に
［
聖
か
ら
俗
へ
］
と
い
う
要
素
も
加
え
ら
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

続
け
て
文
徳
天
皇
の
次
代
、『
儀
式
』
成
立
と
同
時
期
に
当
た
る
清
和

天
皇
の
貞
観
元
（
八
五
九
）
年
に
は
、
八
月
上
旬
の
朱
雀
門
前
の
大
祓
が

諒
闇
（
文
徳
天
皇
崩
御
に
よ
る
服
喪
）
に
よ
り
九
月
十
日
に
延
期
さ
れ
、

ま
た
九
月
三
十
日
に
は
雨
天
に
つ
き
、
八
省
院
東
廊
に
於
い
て
大
祓
を

行
っ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
十
月
二
十
一
日
に
は
天
皇
が
御
禊
を
修
め
る
た

め
に
鴨
水
（
賀
茂
川
）
に
行
幸
さ
れ
、
大
嘗
祭
斎
行
後
の
十
一
月
三
十
日
、

解
斎
の
た
め
朱
雀
門
前
で
大
祓
を
行
っ
た（
11
（

。

　

こ
う
し
た
大
嘗
祭
関
係
の
祓
に
つ
い
て
、
八
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
の

晦
日
の
祓
が
『
日
本
紀
略
』
で
は
仁
寿
元
年
以
降
、
三
条
天
皇
の
長
和
元

年
ま
で
、
八
月
に
九
例
・
九
月
に
六
例
・
十
月
に
八
例
あ
っ
た
こ
と
を
岡

田
氏
は
指
摘
す
る（
11
（

。
特
に
『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
み
え
な
い
九
月
の
例

も
含
め
、
毎
月
晦
日
に
行
わ
れ
る
大
祓
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
翌
月
の
浄
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化
に
向
け
た
も
の
で
あ
り
、「
大
嘗
祭
斎
行
を
迎
へ
る
に
際
し
穢
悪
を
祓

除
し
清
浄
な
祭
儀
の
場
を
形
成
す
る
こ
と
に
そ
の
主
旨
の
あ
る
の
は
明

白
」
と
さ
れ
る
。
三
か
月
に
亘
る
の
は
、
時
間
的
・
段
階
的
に
浄
化
を
深

め
徹
底
す
る
た
め
で
、
平
安
中
期
に
及
び
一
面
形
式
化
さ
れ
た
と
い
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
平
安
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
祭
儀
や
行
事
に
先

立
つ
祓
浄
や
潔
斎
に
加
え
て
、
晦
日
に
朱
雀
門
前
に
て
行
う
祓
儀
も
殊
更

に
重
視
さ
れ
、
各
種
の
祓
儀
の
形
式
が
確
立
し
て
い
っ
た
と
知
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
荒
見
河
で
の
祓
が
朱
雀
門
前
で
の
晦
日
祓
や
天
皇
の

御
禊
と
い
っ
た
祓
浄
・
潔
斎
の
よ
う
に
、
独
立
性
の
あ
る
重
儀
に
位
置
付

け
ら
れ
た
様
子
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
さ
ら
な
る
展
開
を
把
握
す
る
た
め
、

続
け
て
平
安
後
期
以
降
、
中
世
に
至
る
用
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　

四
、
中
世
荒
見
川
祓
の
展
開
と
変
容

　

大
嘗
祭
で
は
関
連
行
事
に
先
立
ち
、
多
く
の
祓
を
修
め
て
い
た
こ
と
は

前
記
し
た
が
、
そ
の
う
ち
、
荒
見
川
に
於
い
て
行
う
祓
を
以
て
「
荒
見
河

秡
」
と
称
し
た
こ
と
は
、
平
安
後
期
に
確
認
で
き
る
と
い
う
。
藤
原
通
憲

（
信
西
）
の
撰
と
さ
れ
る
『
本
朝
世
紀
』
康
治
元
（
一
一
四
二
）
年
九
月

八
日
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る（
11
（

。

　
　

�

又
神
祇
官
及
悠
紀
主
基
兩
國
司
并
山
城
國
郡
司
等
有
二
荒
見
河
秡

事
一
。
悠
紀
右
中
弁
源
雅
綱
・
主
基
權
右
中
弁
藤
原
朝
隆
朝
臣
等
參

仕
。
各
就
二
幄
下
一
卜
二

-

定
齋
塲
一
。
悠
紀
在
レ
東
。
主
基
在
レ
西
。
行
事
以
下
先

周
二

-

行
野
中
一
。
執
二
其
塊
一
將
歸
卜
云

々
。

　

こ
れ
は
、
院
政
期
の
康
治
元
年
に
執
り
行
わ
れ
た
、
近
衛
天
皇
の
大
嘗

祭
に
関
連
し
た
記
事
で
あ
る
。
鳥
羽
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
近
衛
天
皇
は
、

異
母
兄
の
崇
徳
天
皇
の
譲
位
に
よ
り
践
祚
。
同
年
十
月
二
日
に
は
天
神
地

祇
へ
の
大
奉
幣
使
を
発
遣
、
同
二
十
六
日
に
は
大
嘗
會
御
禊
を
さ
れ
て
斎

戒
期
に
入
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
十
一
月
三
日
に
伊
勢
・
石
清
水
・
賀
茂
の

三
社
に
奉
幣
使
を
立
て
て
大
嘗
祭
の
由
を
告
げ
ら
れ
、
十
五
日
癸
卯
か
ら

翌
十
六
日
に
か
け
て
大
嘗
祭
を
、
ま
た
十
六
日
か
ら
十
八
日
に
至
る
ま
で

節
会
を
行
わ
れ
て
い
る
。
同
月
二
十
七
日
に
は
朱
雀
門
前
に
て
「
大
嘗
會

解
齋
大
祓
」
を
行
い
、
斎
戒
が
解
か
れ
て
平
常
に
復
し
た
と
す
る（
11
（

。

　

な
お
、
康
治
度
に
は
前
述
の
御
禊
行
幸
に
至
る
ま
で
に
、
七
月
二
十
七

日
の
「
卜
二

-

定
大
嘗
會
國
郡
一
」（
悠
紀
・
主
基
の
両
国
郡
お
よ
び
検
校
以

下
の
行
事
官
の
人
員
が
定
ま
る
）
を
始
め
て
、
八
月
七
日
に
日
時
を
定
め

た
「
大
嘗
會
行
事
所
始
」
が
同
十
六
日
に
あ
り
、
同
月
十
九
日
・
二
十
四

日
に
「
大
嘗
會
大
秡
」
等
の
関
連
の
祭
儀
・
行
事
が
あ
っ
た（
11
（

。

　

斎
行
時
期
が
九
月
上
旬
で
あ
っ
た
荒
見
河
祓
に
つ
い
て
は
「
各
就
二
幄

下
一
卜
二

-

定
齋
塲
一
。」
と
み
え
、
六
日
後
の
十
四
日
に
北
野
斎
場
所
の
上



國學院雜誌　第 120 巻第 11 号（2019年） ― 188 ―

棟
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら（

11
（

、
斎
場
卜
定
に
先
立
つ
も
の
と
知
れ
る
。
よ
っ
て

検
校
の
参
向
こ
そ
認
め
ら
れ
な
い
が
、
斎
行
順
序
や
目
的
と
す
る
と
こ
ろ

は
、『
儀
式
』
の
次
第
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
康
治
度
の
祓
儀
に
は
、
平
安
前
中
期
の
国
史
や
歴
史
書
で

大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
た
、
八
月
上
旬
・
下
旬
の
大
祓
使
発
遣
及
び
九

月
・
十
月
の
各
晦
日
の
朱
雀
門
前
で
の
大
祓
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
八

月
中
旬
・
下
旬
に
大
嘗
会
大
祓
を
行
い
、
検
校
以
下
弁
・
史
等
の
行
事
官

が
参
仕
し
た
こ
と
の
み
を
記
す
。
こ
の
点
に
関
し
て
、『
本
朝
世
紀
』
の

康
治
元
年
度
大
嘗
会
に
関
す
る
記
載
は
、
除
目
や
内
印
の
事
な
ど
多
岐
に

及
ん
で
お
り
、
単
な
る
記
録
の
省
略
と
も
言
い
切
れ
な
い
。

　

五
代
前
の
後
三
条
天
皇
・
治
暦
四
（
一
〇
六
八
）
年
度
に
は
八
月
・
九

月
晦
日
の
大
祓
を
載
せ
る
も
大
祓
使
の
事
は
み
え
ず
、
三
代
前
の
堀
河
天

皇
の
寛
治
元
（
一
〇
八
七
）
年
度
に
至
っ
て
は
、
主
基
行
事
弁
の
不
参
や

参
議
の
不
参
に
よ
る
延
引
が
あ
る
な
ど（
11
（

、
晦
日
の
大
祓
に
臨
む
貴
族
の
姿

勢
に
も
変
化
が
み
え
る
。
院
政
に
伴
う
統
治
機
構
や
儀
礼
構
造
の
変
化
か

ら
、
大
嘗
祭
に
於
け
る
祓
儀
に
も
変
容
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
中
期
に
か
け
て
は
、
大
内
裏
の
朱
雀
門
を

含
め
た
諸
殿
舎
・
施
設
が
焼
亡
な
ど
に
よ
り
徐
々
に
廃
絶
・
荒
廃
し
、
晦

日
祓
の
祓
場
自
体
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る（
11
（

。

　

の
ち
、
南
北
朝
期
に
北
朝
の
摂
政
・
関
白
を
務
め
た
公
家
の
二
条
良
基

が
、
永
和
元
（
一
三
七
五
）
年
度
の
大
嘗
祭
に
つ
い
て
記
し
た
『
大
嘗
會

記
』
で
も
、
天
皇
の
鴨
河
（
賀
茂
川
）
へ
の
行
幸
か
ら
書
き
起
こ
さ
れ
て

お
り（
1（
（

、
神
斎
（
神
祭
に
向
け
て
の
斎
戒
）
の
祓
で
あ
る
御
禊
以
降
の
次
第

を
記
す
。
よ
っ
て
諸
々
の
祓
儀
は
窺
え
な
い
。

　

室
町
期
の
公
卿
・
一
条
兼
良
の
『
御
讓
位
御
卽
位
御
禊
行
幸
大
嘗
會
假

名
字
記
』
は
、
そ
の
名
が
示
す
通
り
譲
位
・
即
位
・
御
禊
行
幸
・
大
嘗
会

の
四
点
よ
り
著
さ
れ
た（
11
（

。『
代
始
和
抄
』
等
の
名
称
で
も
知
ら
れ
る
本
書

に
は
、
兼
良
の
解
釈
と
そ
れ
を
所
望
し
た
連
歌
師
・
飯
尾
宗
祇
の
奥
書
に

続
く
形
で
、
宗
祇
の
命
を
受
け
た
卜
部
（
吉
田
）
兼
倶
に
よ
る
大
嘗
祭
の

祭
儀
・
行
事
等
に
関
す
る
解
説
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。

　

卜
部
兼
倶
は
京
都
・
吉
田
社
（
現
、
吉
田
神
社
・
京
都
市
左
京
区
）
の

神
主
で
、
朝
廷
の
神
祇
大
副
（
次
官
）
の
職
に
在
っ
た
人
物
で
あ
る
。
文

明
十
一
（
一
四
七
九
）
年
十
二
月
と
す
る
附
記
の
奥
書
に
は
「
神
祇
長
上

卜
部
朝
臣
」
と
み
え
る
が（
11
（

、
兼
倶
は
神
祇
道
の
長
上
を
自
任
し
、
家
学
や

家
伝
を
整
理
し
て
吉
田
神
道
を
大
成
し
た
と
い
わ
れ
る
。
当
代
の
神
祇
行

政
の
中
心
的
な
立
場
に
あ
り
、
後
世
の
神
社
・
神
道
に
も
多
大
な
る
影
響

を
及
ぼ
し
た
人
物
と
さ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
兼
倶
に
よ
る
解
説
で
は
、「
国
郡
卜
定
」「
検
校
・
行
事
弁
と

行
事
所
定
」
に
続
く
項
目
で
荒
見
川
の
祓
を
取
り
上
げ（
11
（

、
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一�
荒
見
川
の
秡
と
て
紙
屋
川
と
云
所
に
て
み
そ
き
有
。
是
は
大
嘗
會

の
前
齋
の
は
し
め
也
。
人
皇
の
内
を
き
よ
め
百
民
の
心
を
い
さ
き

よ
ふ
し
て
此
大
神
事
を
と
け
ら
れ
る
へ
き
け
つ
齋
の
御
齋
の
御
禊

な
り
。
卜
部
官
人
こ
れ
を
お
こ
な
ふ
。

と
す
る
。
こ
の
後
、「
齋
場
所
の
點
地
始
」「
御
禊
の
行
幸
」「
抜
穗
使
」

と
い
っ
た
順
に
記
述
は
続
く
。

　

兼
倶
に
よ
る
解
説
の
順
序
は
、『
儀
式
』『
延
喜
式
』
に
み
え
る
次
第
に

通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、荒
見
河
に
於
け
る
祓
が
、国
郡
卜
定
等
と
共
に
、

「
荒
見
川
の
秡
（
祓
）」
と
し
て
項
目
の
一
つ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点

は
注
目
さ
れ
る
。
特
に
、
直
後
の
「
齋
場
所
の
點
地
始
」、
即
ち
『
儀
式
』

に
み
え
る（
北
野
の
）斎
場
卜
定
と
の
関
係
に
一
切
言
及
す
る
こ
と
な
く
、

「
大
嘗
會
の
前
齋
の
は
し
め
」
と
い
う
大
嘗
祭
儀
全
体
の
前
斎
（
散
斎
）

の
始
ま
り
、
兼
倶
の
言
葉
で
表
す
と
こ
ろ
の
、
大
神
事
を
遂
げ
る
た
め
の

「
潔
斎
の
御
斎
の
御
禊
（「
潔
斎
に
よ
る
斎
戒
の
た
め
の
禊
祓
」
の
意
か
）」

と
表
さ
れ
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
兼
倶
の
理
解
が
垣
間
見
え

る
こ
と
は
、
荒
見
川
で
の
祓
に
ま
つ
わ
る
歴
史
の
中
で
、
特
段
に
大
き
な

転
換
点
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
神
祇
官
人
」
で
な
く
「
卜
部
官
人
」

が
こ
れ
を
行
う
と
著
し
た
の
も
、
兼
倶
の
意
向
で
あ
ろ
う
か
。

　

後
土
御
門
天
皇
の
文
正
元
（
一
四
六
六
）
年
度
を
最
後
に
、
以
後
長
ら

く
途
絶
す
る
こ
と
に
な
る
大
嘗
祭
に
在
っ
て
、
本
書
を
例
に
み
る
と
、
兼

倶
に
よ
り
「
荒
見
河
秡
」
の
解
釈
は
、
他
の
行
事
の
た
め
の
数
あ
る
祓
浄

の
一
つ
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
確
か
に
「
践
祚
大
嘗
祭

儀
」
に
於
い
て
も
荒
見
川
で
の
大
祓
は
、
同
儀
で
最
初
に
示
さ
れ
た
祓
浄

に
関
す
る
記
載
で
あ
り
、
ま
た
検
校
以
下
の
行
事
官
と
神
祇
官
、
悠
紀
・

主
基
両
国
司
お
よ
び
山
城
国
郡
司
が
参
向
す
る
比
較
的
規
模
の
大
き
な
祓

儀
で
あ
っ
た
。
兼
倶
は
こ
の
点
を
重
視
し
、
同
祓
儀
を
従
前
の
斎
場
卜
定

と
の
関
係
か
ら
説
く
の
で
は
な
く
、
神
祇
官
人
の
卜
部
が
執
り
行
う
大
嘗

祭
の
斎
戒
始
め
の
潔
斎
と
い
う
、
そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
目
的
を
有
す
る

重
要
な
祓
儀
礼
と
し
て
、
新
た
に
定
義
付
け
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

一
条
兼
良
の
『
代
始
和
抄
』
と
い
う
、
後
世
の
大
嘗
祭
催
行
の
重
要
な

拠
と
さ
れ
た
文
献
に
附
記
さ
れ
た
解
釈
、
そ
れ
も
、
途
絶
前
の
大
嘗
祭
へ

の
奉
仕
が
三
度
に
及
び（
11
（

、
神
道
の
教
義
・
教
説
並
び
に
行
事
次
第
の
大
成

者
と
し
て
知
ら
れ
る
兼
倶
の
説
で
あ
る
た
め
、
後
世
の
再
興
に
際
し
て
の

影
響
は
少
な
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
よ
う
。
本
書
以
外
で
の

こ
う
し
た
解
釈
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

　

以
上
こ
れ
ま
で
、
近
世
荒
見
川
祓
を
講
究
す
る
前
提
と
し
て
、
史
料
に

み
た
古
代
か
ら
中
世
に
至
る
ま
で
の
同
祓
儀
の
次
第
や
意
義
に
つ
い
て
、

整
理
・
分
析
を
試
み
た
。古
代
に
は
斎
場
の
卜
定
に
臨
ん
で
の
祓
儀
で
あ
っ

た
も
の
が
、
中
世
に
大
き
く
変
容
し
た
様
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
点
を
踏
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ま
え
た
上
で
、
次
に
、
近
世
荒
見
川
祓
を
論
じ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

五
、
近
世
荒
見
川
祓
と
そ
の
概
要
に
つ
い
て

　

近
世
に
は
大
嘗
祭
が
全
八
度
斎
行
さ
れ
た
。
そ
の
関
連
祭
儀
・
行
事
に

は
、
再
興
当
初
の
貞
享
四
年
度
か
ら
最
後
の
嘉
永
元
年
度
ま
で
一
貫
し
て

行
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
一
方
、
順
次
御
代
を
追
う
ご
と
に
再
興
・
整
備
さ

れ
て
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。
そ
う
し
た
祭
儀
・
行
事
の
中
で
荒
見
川
祓
に

つ
い
て
は
、
国
郡
卜
定
や
行
事
所
始
、
御
禊
お
よ
び
由
奉
幣
、
卯
日
神
事

（
大
嘗
宮
に
於
け
る
神
膳
供
進
）、
豊
明
節
会
と
と
も
に
、
全
度
に
わ
た
っ

て
斎
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
概
要
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

【
概
要
】　　
　
　
　
　

※
人
名
は
一
部
を
『
公
卿
補
任
』
に
て
補
っ
た
。

① 

東
山
天
皇（
11
（

　

○�

貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
九
月
三
十
日
、
荒
見
川
祓
を
行
う
。
弁
は

悠
紀
が
勘
解
由
小
路
韶
光
、
主
基
が
葉
室
頼
重
。
奉
行
は
園
基
勝
。

② 

桜
町
天
皇（
11
（

　

○�

元
文
三
（
一
七
三
八
）
年
九
月
二
十
一
日
、
荒
見
川
祓
の
日
時
の
勘

文
（
の
奏
聞
）
と
、
そ
の
「
消
息
宣
下
」（
消
息
形
式
で
の
宣
旨
の

下
達
）
が
あ
る
。
上
卿
役
は
大
納
言
三
条
公
福
、
弁
は
葉
室
頼
要
。

　

○
同
月
三
十
日
、
荒
見
川
祓
を
行
う
。

③ 

桃
園
天
皇（
11
（

　

○�

延
享
五
（
一
七
四
八
）
年
九
月
六
日
、
陰
陽
頭
・
土
御
門
泰
邦
の
択

申
に
よ
る
勘
文
に
基
づ
き
、
荒
見
川
祓
の
日
時
を
定
め
る
下
知
状
が

左
中
弁
資
興
か
ら
四
位
左
大
史
小
槻
盈
春
に
発
給
さ
れ
る
。

　

〇�

同
年
九
月
二
十
九
日
、
荒
見
河
秡
を
行
う
。
悠
紀
行
事
弁
日
野
西
資

興
、
史
高
橋
春
明
、
主
基
弁
清
閑
寺
益
房
、
史
安
倍
盛
孝
等
が
参
向
、

神
祇
少
祐
中
臣
益
親
、
権
少
祐
大
中
臣
久
政
、
卜
部
等
が
前
例
通
り

に
秡
（
祓
）
を
修
め
る
。

④ 

後
桜
町
天
皇（
11
（

　

○�

明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
九
月
二
十
八
日
、
荒
見
河
秡
を
行
う
。
悠

紀
行
事
弁
広
橋
伊
光
、
右
大
史
三
善
亮
信
、
左
少
史
高
橋
春
敷
が
参

向
、
主
基
行
事
弁
柳
原
光
房
（
の
ち
の
紀
光
）
は
正
忌
に
よ
り
参
向

せ
ず
。
荒
見
川
祓
の
斎
行
と
人
員
に
つ
い
て
、
摂
政
か
ら
天
皇
へ
も

書
付
が
上
進
さ
れ
た
。
参
仕
の
人
員
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
卜
部
」
神
祇
権
大
祐
雄
賢
、
同
雄
成

　
　
「
中
臣
」
神
祇
少
祐
光
泰
、　

神
祇
権
少
祐
並
親

　
　
「
神
祇
官
史
生
」
左
官
掌
紀
氏
富

　
　
「
神
部
」
二
人　
　
「
鎰
取
」
二
人

⑤ 
後
桃
園
天
皇（
11
（

　

○�
明
和
八
（
一
七
七
一
）
年
九
月
二
十
七
日
、
平
野
紙
屋
川
に
於
い
て
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荒
見
河
祓
を
行
う
。
悠
紀
行
事
権
弁
勧
修
寺
経
逸
、
史
小
槻
為
秋
、

主
基
行
事
蔵
人
右
中
弁
日
野
資
矩
、
史
安
部
盛
明
が
参
向
。
神
祇
大

祐
紀
春
昌
、
史
生
代
紀
氏
善
等
が
参
仕
。
次
第
等
は
す
べ
て
明
和
元

年
の
例
に
同
様
と
さ
れ
た
。

⑥ 

光
格
天
皇（
1（
（

　

○�

同
年
九
月
二
十
九
日
以
前
、
翌
日
の
荒
見
川
祓
に
参
向
す
る
堂
上

（
弁
）
二
人
な
ら
び
に
地
下
之
輩
（
史
以
下
の
官
人
）
の
名
前
や
出

発
時
刻
、（
荒
見
川
ま
で
の
）
道
筋
等
が
、
伝
奏
衆
（
武
家
伝
奏
）

か
ら
の
御
達
（
通
達
）
に
つ
き
、「
武
辺
（
江
戸
幕
府
、
こ
こ
で
は

京
都
所
司
代
等
を
指
す
か
）」
へ
と
通
知
さ
れ
て
い
た
。

　

○�

同
年
九
月
三
十
日
晦
日
、
悠
紀
行
事
左
少
弁
柳
原
均
光
・
主
基
行
事

権
右
中
弁
広
橋
胤
定
を
は
じ
め
、
若
干
名
の
地
下
官
人
が
参
向
し
、

神
谷
（
紙
屋
）
川
に
於
い
て
荒
見
川
祓
を
行
う
。

⑦ 

仁
孝
天
皇（
11
（

　

○�

文
政
元
（
一
八
一
八
）
年
八
月
十
五
日
、
荒
見
川
祓
の
日
時
の
勘
文

の
奏
聞
（
天
皇
へ
の
上
奏
）
が
勧
修
寺
弁
よ
り
あ
る
。
終
わ
る
と
勧

修
寺
弁
か
ら
史
へ
と
（
下
知
状
を
、
か
）
下
さ
れ
た
。

　

○�

同
月
二
十
一
日
、
荒
見
川
祓
を
行
う
。
先
例
の
通
り
、
行
事
弁
（
勧

修
寺
経
則
、
広
橋
光
成
）
以
下
、
録
事
諸
司
の
参
向
が
あ
っ
た
。

⑧ 

孝
明
天
皇（
11
（

　

○�

嘉
永
元
（
一
八
四
八
）
年
八
月
二
十
二
日
、
神
祇
官
差
文
の
荒
見
川

祓
の
日
時
等
の
勘
文
を
悠
紀
行
事
弁
裏
松
恭
光
が
検
校
権
大
納
言
広

橋
光
成
方
に
持
参
。
検
校
が
参
内
・
昇
殿
し
、
内
覧
（
内
々
に
天
皇

に
奏
聞
す
る
こ
と
）
が
あ
り
、
そ
の
後
、「
上
宣
（
検
校
の
判
断
で

裁
可
・
発
給
し
た
文
書
）」
が
弁
に
下
さ
れ
た
。

　

○�

同
月
二
十
九
日
、
荒
見
川
祓
を
行
う
。
悠
紀
弁
裏
松
恭
光
、
主
基
弁

柳
原
光
愛
が
史
以
下
を
率
い
て
参
向
。
一
同
は
紙
屋
川
西
の
平
野
社

に
て
一
端
休
息
し
、
紙
屋
川
へ
と
下
向
。
紙
屋
川
の
高
橋
を
渡
っ
た

辺
り
で
下
車
、
そ
こ
か
ら
幅
の
狭
い
作
道
を
北
に
歩
行
す
る
。
予
め

設
け
て
お
い
た
幔
外
（
祓
場
）
に
至
り
、
祓
を
行
っ
た
。

　

以
上
が
、
近
世
に
斎
行
さ
れ
た
荒
見
川
祓
の
概
要
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
そ
の
日
時
で
あ
る
が
、
全
八
度
の
半
分
〔
①
②
③
⑥
〕
が
九
月

晦
日
（
末
日
）、
そ
れ
以
外
〔
④
⑤
⑦
⑧
〕
は
九
月
下
旬
～
末
頃
の
斎
行

で
あ
っ
た（
11
（

。概
ね
九
月
晦
日
を
式
日
と
す
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、

日
時
は
陰
陽
頭
や
神
祇
官
に
よ
る
勘
文
（
諮
問
に
対
す
る
答
申
書
）
の
奏

聞
を
経
て
の
定
め
で
あ
り
、
御
代
ご
と
に
若
干
の
変
動
が
あ
っ
た
。

　

荒
見
川
祓
の
日
時
を
九
月
晦
日
頃
と
し
た
理
由
は
定
か
で
な
い
。
そ
こ

に
は
大
嘗
祭
に
於
け
る
祓
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
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そ
も
、『
儀
式
』『
延
喜
式
』
で
は
九
月
晦
日
に
祓
の
定
め
が
な
い
。
一
方

で
近
世
に
は
北
野
斎
場
所
も
設
け
ら
れ
ず
、
荒
見
川
祓
は
古
儀
に
基
づ
く

そ
の
意
義
を
喪
失
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
兼
倶
が
説
く
よ
う
な
大
嘗
祭

の
斎
戒
始
め
の
潔
斎
と
の
位
置
付
け
で
行
わ
れ
た
と
も
推
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
大
祓
使
の
諸
国
へ
の
発
遣
や
三
か
月
に
及
ぶ
晦
日
祓
は
、
諸
国

の
国
衙
・
朱
雀
門
の
喪
失
や
社
会
状
況
の
変
容
、
費
用
の
面
か
ら
実
施
が

困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
よ
っ
て
斎
戒
始
め
の
潔
斎
と

晦
日
祓
を
兼
ね
る
形
で
、
近
世
的
荒
見
川
祓
が
斎
行
さ
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
九
月
晦
日
で
あ
る
の
は
、
翌
十
月
に
天
皇
の
御
禊
を
控
え
、

そ
の
浄
化
を
期
す
た
め
の
前
斎
の
始
ま
り
と
の
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ

る
も
の
か
。
こ
の
点
は
一
層
の
講
究
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
参
列
者
に
関
し
て
、
参
向
し
て
祓
を
受
け
た
の
は
弁
・
史
以
下

の
行
事
官
で
あ
り
、
ま
た
参
仕
し
た
の
は
神
祇
官
の
卜
部
・
中
臣
、
同
史

生
、
神
部
・
鎰
取
と
称
さ
れ
る
人
々
で
あ
っ
た
。
貞
享
度
の
再
興
時
に
は

実
況
見
分
の
た
め
か
、
奉
行
も
現
地
に
赴
い
た
よ
う
で
あ
る
。
参
仕
者
に

関
し
て
は
、
次
の
儀
式
次
第
の
考
察
で
も
改
め
て
触
れ
た
い
。

　

最
後
に
、
祓
場
で
あ
る
荒
見
川
で
あ
る
が
、
北
野
天
満
宮
と
平
野
社
の

間
を
流
れ
る
紙
屋
川
を
以
て
こ
れ
に
充
て
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
具
体

的
な
場
所
に
つ
い
て
は
図
示
し
た
通
り
で
あ
る
（【
図
１
】
参
照
）。

　

荒
見
川
に
充
て
ら
れ
た
紙
屋
川
は
、
京
都
市
北
区
か
ら
上
京
区
周
辺
で

は
凡
そ
南
北
に
流
れ
る
河
川
で
、
北
野
天
満
宮
付
近
で
は
天
神
川
と
も
称

さ
れ
る
。
祓
場
に
つ
い
て
は
概
要
⑧
よ
り
、
紙
屋
川
西
側
の
平
野
社
よ
り

参
向
し
て
高
橋
を
渡
っ
た
辺
り
、
つ
ま
り
は
紙
屋
川
東
岸
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
紙
屋
川
は
東
岸
に
沿
う
よ
う
に
豊
臣
秀
吉
の
築
い
た
土
塁
が

あ
っ
て
河
川
敷
が
な
い
が
、
紙
屋
川
に
架
か
る
寺
之
内
通
の
高
橋
よ
り
北

辺
（
現
、
京
都
市
北
区
衣
笠
荒
見
町
）
は
土
塁
が
喰
違
い
状
に
築
か
れ
た

た
め
、
高
橋
以
南
（
現
、
京
都
市
上
京
区
平
野
鳥
居
前
町
）
と
は
異
な
り
、

若
干
の
河
原
の
存
在
し
た
こ
と
が
古
地
図
か
ら
も
読
み
取
れ
る（
11
（

。

　

同
地
を
祓
場
と
比
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
公
家
・
四
辻
家
謹
仕
の

侍
・
壺
井
善
知
に
よ
る
貞
享
四
年
度
、東
山
天
皇
の
大
嘗
祭
の
見
聞
録『
大

図１「荒見川祓の推定地概略図」
周辺は近世の絵図を基に筆者が作成。
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嘗
會
本
義
』
に
あ
る
「
荒
見
川
ノ
祓
、
紙
屋
川
ノ
高
橋
ノ
一
町
半
計
リ
上

ニ
テ
被
レ
行（
11
（

」、
即
ち
紙
屋
川
の
高
橋
の
一
町
半
（
約
一
六
五
メ
ー
ト
ル
）

ば
か
り
上
流
（
北
方
）
で
あ
っ
た
と
の
記
述
と
も
合
致
す
る
。
荒
見
川
祓

の
奉
仕
者
に
よ
る
周
辺
図
の
描
写
と
も
重
な
っ
て
お
り（
11
（

、
図
示
し
た
地
域

を
近
世
の
祓
場
と
推
定
し
て
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

近
世
の
荒
見
川
祓
の
概
要
を
把
握
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
関
係
史
料
の
読

解
に
基
づ
き
、
具
体
的
な
儀
式
次
第
に
つ
い
て
の
把
握
を
試
み
る
。

　
　
　

六
、
儀
式
次
第
よ
り
読
み
解
く
近
世
荒
見
川
祓

　

近
世
の
荒
見
川
祓
の
次
第
・
祓
具
等
を
記
し
た
史
料
は
、
前
述
の
壺
井

善
知
『
大
嘗
會
本
義
』
を
始
め
、
国
学
者
・
荷
田
在
満
に
よ
る
元
文
三
年

度
の
解
説
書
『
大
嘗
會
儀
式
具
釋
』
や
要
約
版
の
『
大
嘗
會
便
蒙（
11
（

』
ほ
か
、

公
家
の
記
録
等
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
元
文
三
年
度
の
大
嘗
祭
に
検
校
の

一
人
と
し
て
参
仕
し
た
権
中
納
言
・
万
里
小
路
稙
房
の
『
稙
房
卿
記
』
を

基
に（
11
（

、
図
像
資
料
も
参
照
し
な
が
ら
、
読
み
解
い
て
み
た
い
。

　

筆
者
の
万
里
小
路
稙
房
は
近
世
中
期
の
公
卿
で
、
元
文
三
年
当
時
は
権

中
納
言
・
従
三
位
で
あ
っ
た（
11
（

。
権
大
納
言
・
正
二
位
の
三
条
利
季
、
参
議
・

正
三
位
の
飛
鳥
井
雅
香
と
と
も
に
検
校
に
任
じ
ら
れ（
1（
（

、
大
嘗
会
伝
奏
（
奏

聞
・
伝
宣
な
ど
の
天
皇
と
の
取
次
役
）
の
前
権
大
納
言
・
園
基
香
（
の
ち
、

父
の
喪
に
よ
り
辞
職
、
同
じ
く
前
権
大
納
言
・
三
条
西
公
福
が
任
じ
ら
れ

た
）
や
奉
行
職
事
の
頭
中
将
庭
田
重
熈（
11
（

等
と
と
も
に
、
元
文
度
の
大
嘗
祭

斎
行
に
尽
力
し
た
人
物
で
あ
る（
11
（

。

　

そ
う
し
た
稙
房
に
よ
る
記
録
の
う
ち
、
荒
見
川
祓
に
つ
い
て
は
九
月

二
十
一
日
に
、
そ
の
日
時
の
定
め
の
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　
　

�

元
文
三
年
九
月
廿
二
日
辛
未
、
晴
、
傳
聞
、
昨
日
荒
見
川
祓
日
時
勘

文
、
消
息
宣
下
有
之
、
上
卿
三
條
大
納
言
、
檢
校　

第
一
、
辨
頼
要
、
悠
紀　

行
事
、

　

稙
房
の
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
前
日
（
二
十
一
日
）
に
荒
見
川

祓
の
日
時
に
関
す
る
「
勘
文
（
の
上
奏
）」
が
あ
っ
た
。
翌
二
十
二
日
に

は
そ
の「
消
息
宣
下（
消
息
文
形
式
に
よ
る
宣
旨
の
下
達
）」が
、上
卿（
各

儀
式
の
運
営
・
執
行
に
於
け
る
筆
頭
公
卿
）
三
条
大
納
言
（
利
季
）
か
ら

悠
紀
行
事
の
（
権
右
中
弁
）
辨
（
葉
室
）
頼
要
へ
と
下
さ
れ
た
と
す
る
。

こ
こ
か
ら
、元
文
度
の
大
嘗
会
・
荒
見
川
祓
の
上
卿
役
は
、「
検
校
第
一（
検

校
の
筆
頭
者
）」
の
三
条
利
季
が
勤
め
て
い
た
と
知
れ
る
。

　

こ
う
し
て
日
時
が
定
ま
り
、
期
日
に
祓
が
修
め
ら
れ
る
に
至
る
。
具
体

的
な
祓
の
執
行
に
関
す
る
記
載
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

※
便
宜
上
、
一
～
四
に
分
け
る
も
の
と
す
る
。

　

一�

元
文
三
年
九
月
卅
日
己
卯
、
曇
、
午
刻
以
後
雨
降
、
今
日
就
荒
見
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川
祓
、
於
北
野
紙
屋
川
高
橋
之
北
河
原
被
行
其
儀
、
悠
紀
主
基
行
事

辨
以
下
參
行
、先
平
野
社
各
參
集
、以
後
兩
方
辨
以
下
紙
屋
川
參
向
、

于
時
辰
剋
過
、
今
朝
早
天
紙
屋
川
設
幄
以
下
、
其
儀
、
河
頭
東
岸
立

幄
一
宇
、
木
工
寮
、
大
石

弘
充
調
進
、

其
東
引
大
幔
、
木
藏
省
、
大
石

弘
充
調
進
、

迫
岸
西
頭
立
八
足

案
二
脚
、
悠
紀
、
主
基
、

木
工
寮
調
進
、
其
上
置
祭
物
、
各
一
裹
、
以

薦
裹
之
、

挿
件
祭
物
上
大
麻
、

各
行
事
、
紀

春
清
調
進
、
其
前
敷
軾
二
枚
爲
卜
部
座
、
主
基
同

之
、

其
東
設
薦
黃
端
半
帖
、

爲
悠
紀
主
基
辨
史
中
臣
等
座
、
件
座
各
掃
部
寮
助

利
原
利
音
調
進
、

　

ま
ず
、
こ
こ
ま
で
は
、
元
文
三
年
度
の
荒
見
川
祓
の
次
第
・
祓
場
に
関

す
る
記
述
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
桜
町
天
皇
の
代
に
は
、
貞
享
四
年
・

東
山
天
皇
の
御
代
に
よ
る
形
式
が
踏
襲
さ
れ
、
期
日
は
九
月
晦
日
、
場
所

は
北
野
の
紙
屋
川
、
特
に
高
橋
の
北
の
河
原
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
次
第
は
、
悠
紀
・
主
基
両
方
の
弁
が
内
裏
よ
り
参
行
、
ま
ず
平
野

社
（
紙
屋
川
西
側
）
に
各
々
が
参
集
す
る
と
、
以
後
、
一
同
は
辰
剋（
11
（

過
ぎ

に
紙
屋
川
に
参
向
し
た
と
い
う
。

　

紙
屋
川
で
の
設し
つ
ら

え
に
つ
い
て
は
、祓
に
先
立
ち
川
の
東
岸
に
幄（
仮
屋
）

一
宇
を
立
て
、
東
側
に
大
幔
（
大
き
な
幔
幕
、
縦
幅
で
縞
状
に
縫
っ
た
布

幕
の
意
）
を
引
く
。
一
方
で
幄
の
西
側
、
川
の
ほ
と
り
近
く
に
八
足
案
（
八

脚
の
机
）を
二
脚
置
き
、そ
の
上
に
祭
物
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
置
い
た
。

祭
物
は
各
一
裹
（
包
み
）
で
、
薦
で
こ
れ
を
包
む
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
祭

物
の
上
に
大
麻
を
挿
す
と
あ
る
。
大
麻
を
挿
し
た
祭
物
の
置
か
れ
た
二
脚

の
案
の
前
に
は
軾
ひ
ざ
つ
き（

膝
突
と
も
、
地
に
跪
く
際
に
用
い
る
敷
物
の
こ
と
）

が
一
枚
ず
つ
敷
か
れ
、
こ
れ
を
卜
部
座
と
し
た
。

　

卜
部
座
の
東
側
、
黄
色
の
端
（
縁へ
り

）
の
半
帖
ほ
ど
の
薦
を
設
置
し
、
悠

紀
・
主
基
の
弁
、
史
、
中
臣
等
の
座
と
し
た
。
川
に
向
か
う
形
で
祓
の
場

は
設
け
ら
れ
る
点
、
ま
た
川
の
直
近
に
祓
に
用
い
る
祭
物
・
大
麻
等
の
置

か
れ
た
様
子
が
窺
え
る
（【
図
２（
11
（

】
参
照
）。

図２「荒見河祓図」（上部には大麻・八足案を描く）
（國學院大學博物館蔵「大嘗祭関係諸祭調度等図」所載）
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二�

剋
限
權
右
中
辨
頼
要
悠
紀
、
左
少
辨
清
胤
主
基
、
右
大
史
景
春
悠
紀
、
右

大
史
盛
行
主
基
、
兩
人
共

五
位
史
也
、

等
着
座
、
北
上
西
面
、
悠
紀
方
路
自
幄
北
方
參
進
、
主
基
方

路
從
幄
南
方
參
進
、
兩
方
同
時
參
進
各
着
座
、

悠
紀
稻
實
卜
部
種
重
、
從
五
位
下
、
號

鈴
鹿
佐
渡
守
、
主
基
禰
宜
卜
部
雄
賢
從
五
位
下
、
神

祇
權
大
祐
、
號

鈴
鹿
筑

前
守
、
等
參
進
着
軾
、
兩
人
共
路
如
兩
辨
、
尤
此
兩
人
卜
部
吉
田
社
祝
、
本
雖
爲
中

臣
、
今
度
就
大
嘗
會
吉
田
社
祝
輩
悉
爲
卜
部
、
此
度
役
相
從
、
中

臣
益
親
朝
臣
正
五
位
下
神
祇
少
祐
平
野
、
社
司
、

號
鈴
鹿
左
京
大
夫
、

中
臣
光
知
正
五
位
下
神
祇
權
少

祐
春
日
社
氏
人
、
號

富
田
内
藏

權
頭
、　

等
參
進
立
幄
屋
外
、
悠
紀
北
方
、

主
基
南
方
、
兩
方
神
部
賀
茂
社
刀

禰
用
代
、
持
贖
物

行
事
官

調
進
、
授
於
中
臣
、

　

続
け
て
、
祓
に
参
向
し
た
弁
・
史
な
ら
び
に
奉
仕
役
の
官
職
・
氏
名
、

各
員
の
座
へ
の
参
着
次
第
が
示
さ
れ
る
。
悠
紀
方
と
主
基
方
の
人
員
は
、

　
　
【
悠
紀
方
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
主
基
方
】

　
〈
参
向
者
・
祓
の
受
け
手
〉

　
　
［
弁
］　

右
中
弁�

頼
要　
　
　
　
　
　
　

左
少
弁�

清
胤

　
　
［
史
］　

右
大
史�

景
春　
　
　
　
　
　
　

右
大
史�

盛
行

　
〈
奉
仕
者
・
祓
の
執
行
役
〉

　
　
［
卜
部
］
鈴
鹿
種
重
（
吉
田
社
祝
）　　
　

鈴
鹿
雄
賢（
11
（

（
吉
田
社
祝
）

　
　
［
中
臣
］
鈴
鹿
益
親（

11
（

（
平
野
社
司
）　　
　

富
田
光
知（

11
（

（
春
日
社
氏
人
）

　
　
［
神
部
］
賀
茂
社
刀
禰（
11
（

（
下
級
神
職
）
を
代
わ
り
と
し
て
任
用

以
上
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
稲
実
卜
部
」と「
禰
宜
卜
部
」

は
、
古
代
の
践
祚
大
嘗
祭
に
於
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
悠
紀
と
主
基
の
国
郡
に

派
遣
さ
れ
る
抜
穂
使
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
の
呼
称
で
あ
り
、
国
郡
に
至
る

と
抜
穂
（
稲
穂
の
収
穫
）
に
先
立
ち
、
大
祓
を
行
う
職
務
で
も
あ
っ
た（
11
（

。

ま
た
「
中
臣
」
と
は
、
古
代
律
令
制
下
の
祭
祀
や
祓
に
参
仕
し
た
神
祇
官

人
の
氏
姓
の
称
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

卜
部
や
中
臣
ほ
か
祓
の
奉
仕
役
に
任
じ
ら
れ
た
人
物
は
、
吉
田
社
や
平

野
社
、
春
日
社
や
賀
茂
社
と
い
っ
た
、
朝
廷
と
関
わ
り
の
深
い
神
社
の
神

職
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。祓
へ
の
奉
仕
は
清
浄
性
を
求
め
ら
れ
、

な
お
か
つ
専
門
的
な
作
法
習
得
を
要
す
る
職
務
に
つ
き
、
祓
の
執
行
と
関

わ
り
の
あ
る
神
社
神
職
が
、
便
宜
上
「
卜
部
」
や
「
中
臣
」
を
称
し
て
朝

廷
の
祭
儀
の
一
端
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
各
員
が
所
定

の
座
に
着
く
と
、
神
部
が
「
贖
物
」
を
持
っ
て
中
臣
に
授
け
た
。

　

三�

兩
中
臣
取
之
居
兩
辨
前
退
、
神
祇
官
史
生
代
左
官
掌
内
藏
大
充
小

野
氏
眞
持
贖
物
參
進
、
居
悠
紀
史
前
退
、
鎰
取
一
人
賀
茂
社
神

人
用
代
、
持
贖
物

居
主
基
史
前
退
、
是
史
生
依

一
人
也
、
兩
方
卜
部
取
大
麻
授
中
臣
、
兩
方
中
臣
參

進
取
之
進
兩
方
辨
前
、
兩
辨
乍
令
持
大
麻
於
中
臣
、
取
大
麻
末
一
撫

一
吻
畢
兩
方
中
臣
退
、授
大
麻
於
神
部
、兩
方
神
部
持
參
兩
方
史
前
、

兩
方
史
一
撫
一
吻
畢
、
其
儀
如
辨
、
兩
方
神
部
退
返
中
臣
、
兩
方
中

臣
返
大
麻
於
卜
部
退
着
座
、
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悠
紀
・
主
基
両
方
の
中
臣
は
贖

物
を
受
け
取
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

弁
の
前
に
置
い
て
退
く
。
ま
た
、

神
祇
官
史
生
の
代
役
を
勤
め
る
左

官
掌
（
左
弁
官
の
配
下
）
が
悠
紀

方
の
史
の
前
に
、
鎰
取
に
代
任
さ

れ
た
賀
茂
社
の
神
人
が
主
基
方
の

史
の
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
贖
物
を
置

い
て
退
く
と
す
る
。

　

荒
見
川
祓
に
は
、
先
記
し
た
人

員
の
ほ
か
、「
神
祇
官
史
生
（
文

書
の
書
記
・
作
成
等
に
従
事
す
る

職
員
）」
と
「
鎰
取
」
も
参
仕
し

て
い
た
。
元
文
三
年
度
で
は
、
神

部
・
鎰
取
と
い
っ
た
諸
役
は
、
賀

茂
社
の
社
人
の
負
う
と
こ
ろ
が
大

き
か
っ
た
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
弁
備
が
整
う

と
、
両
方
の
卜
部
は
各
々
の
案
上

の
祭
物
に
挿
し
て
あ
る
大
麻
を
取
っ
て
中
臣
に
授
け
る（【
図
３（
1（
（

】参
照
）。

両
方
の
中
臣
は
卜
部
座
ま
で
参
進
し
て
大
麻
を
受
け
取
る
と
、
両
方
の
弁

の
前
へ
進
む
。
す
る
と
、
両
方
の
弁
は
中
臣
に
大
麻
（
の
串
）
を
持
た
せ

た
ま
ま
、
大
麻
の
端
を
手
に
取
っ
て
「
一
撫
一
吻
」
し
た
。

　

そ
れ
が
終
わ
る
と
中
臣
は
弁
の
前
か
ら
退
き
、大
麻
を
神
部
に
授
け
る
。

両
方
の
神
部
は
そ
れ
を
持
っ
て
史
の
前
に
進
み
、
史
は
弁
と
同
様
の
作
法

で
「
一
撫
一
吻
」
を
終
え
る
。
そ
し
て
、
両
方
の
神
部
は
史
の
前
を
退
い

て
中
臣
へ
と
大
麻
を
返
し
、両
方
の
中
臣
は
大
麻
を
卜
部
に
返
す
と
退
き
、

（
自
座
に
）
着
座
し
た
。

　

四�

兩
方
卜
部
立
大
麻
於
軾
前
、
取
出
祝
詞
書
付
讀
之
、
畢
又
取
大
麻

修
祓
、
其
間
兩
方
辨
以
下
解
縄
取
人
形
、
撫
身
散
々
米
三
度
、
兩
卜

部
祓
畢
退
入
。
兩
方
中
臣
起
座
進
兩
方
辨
前
撤
贖
物
退
、
授
兩
方
神

部
、
兩
方
鎰
取
兩
方
史
前
撤
贖
物
退
、
兩
方
辨
以
下
起
座
、
下
﨟　

爲
先
、

于
時
巳
剋

　

そ
れ
ぞ
れ
の
卜
部
は
大
麻
を
受
け
取
る
と
軾
の
前
（
の
地
面
）
に
（
挿

し
）
立
て
、
祝
詞
の
書
付
を
取
り
出
す
と
読
む
。
読
み
終
わ
る
と
立
て
た

大
麻
を
再
び
手
に
し
て
、
祓
を
修
め
た
と
さ
れ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
卜
部
が
祓
を
修
め
て
い
る
間
、
両
方
の
弁
・
史
は
縄
を

［右］図３「祭物」〔薦で包み大麻を挿したもの〕
［上］図４「贖物」〔右から順に散米、人形、解縄〕

（ともに國學院大學神道文化学部蔵「大嘗祭御道具幷御殿之図」所載）
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解
き
、人
形
を
取
っ
て
自
身
の
体
を
撫
で
、散
米
を
三
度
ほ
ど
散
ら
し
た
。

こ
こ
か
ら
、
弁
の
前
に
は
中
臣
が
、
史
の
前
に
は
左
官
掌
と
鎰
取
が
そ
れ

ぞ
れ
置
い
た
「
贖
物
」
と
は
、「
解
縄
」
と
「
人
形
」、「
散
米
」
で
あ
っ

た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
（【
図
４
】
参
照
）。

　

そ
う
し
て
卜
部
は
祓
を
修
め
終
わ
る
と
、
座
を
退
く
。
続
け
て
両
方
の

中
臣
も
自
座
よ
り
立
ち
上
が
っ
て
両
方
の
弁
の
前
に
進
み
、
弁
が
用
い
た

贖
物
を
撤
す
る
と
、
そ
れ
を
両
方
の
神
部
に
授
け
た
。
他
方
、
両
方
の
史

の
贖
物
は
鎰
取
が
撤
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
祓
の
作
法
が
終
わ

る
と
、
両
方
の
弁
以
下
、
下
位
の
者
か
ら
順
に
座
を
起
っ
て
い
く
。
こ
れ

ら
が
終
わ
る
の
は
巳
剋（
11
（

で
あ
る
。

　

以
上
が
、
元
文
度
の
荒
見
川
祓
の
儀
式
次
第
、
具
体
的
な
動
作
の
順
序

に
関
す
る
記
録
で
あ
る
。
稙
房
は
検
校
の
た
め
、
荒
見
川
祓
に
参
向
し
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
検
校
は
祭
儀
次
第
に
基
づ
き
点
検
・

校
正
す
る
役
職
で
あ
り
、
ま
た
万
里
小
路
家
と
い
う
出
自
も
あ
っ
て（
11
（

、
稙

房
は
元
よ
り
儀
式
次
第
に
精
通
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
の
次
第

は
、
規
式
に
人
名
等
を
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
記
載
は
、
卜
部
と

し
て
奉
仕
し
た
鈴
鹿
家
の
資
料
と
も
概
ね
一
致
し
て
い
る（
11
（

。

　

稙
房
の
記
し
た
儀
式
次
第
か
ら
は
、
荒
見
川
祓
に
於
け
る
悠
紀
方
・
主

基
方
の
行
事
次
第
が
、
同
時
並
行
的
に
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取

れ
よ
う
。
こ
う
し
た
儀
式
に
神
職
が
奉
仕
し
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、

関
係
資
料
よ
り
詳
し
い
状
況
を
窺
え
る
。

　

ま
ず
吉
田
社
祝
の
鈴
鹿
種
重
と
同
雄
賢
に
つ
い
て
は
、
大
嘗
祭
前
に
は

卜
部
へ
の
改
姓
に
関
す
る
、
ま
た
斎
行
後
に
は
中
臣
へ
の
復
姓
に
関
す
る

朝
廷
の
上
意
が
、
そ
れ
ぞ
れ
庭
田
重
熈
か
ら
鈴
鹿
家
の
上
役
で
あ
る
吉
田

兼
雄
（
神
祇
権
大
副
・
左
衛
門
督
）
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る（
11
（

。

　

次
に
中
臣
役
に
つ
い
て
は
元
文
三
年
八
月
十
一
日
の
願
書
よ
り
、
平
野

社
の
従
四
位
下
中
西（
大
中
臣
）久
政
と
、正
四
位
下
鈴
鹿
益
親
・
従
三
位
同
宣
保
が
、

貞
享
四
年
度
大
嘗
祭
の
荒
見
川
祓
に
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
父
が
中
臣
役
で
奉
仕

し
た
通
り
、
元
文
度
も
中
西
・
鈴
鹿
両
氏
に
中
臣
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る

よ
う
、
庭
田
重
熈
方
へ
と
願
い
出
て
い
た
と
知
れ
る（
11
（

。
貞
享
度
に
は
、
両

人
の
祖
父
で
あ
る
中
西
久
富
と
鈴
鹿
宣
親
が
中
臣
役
を
勤
め
る
に
当
た

り
、
当
時
の
大
嘗
会
奉
行
・
園
基
勝
に
よ
っ
て
、
神
祇
少
祐
（
神
祇
官
の

判
官
）
に
成
さ
れ
た
と
の
言
及
も
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
は
、
神
祇
官
人
を
兼
ね
る
社
司
が
中
臣
役
に
任
じ
ら
れ
た
の

で
は
な
く
、
中
臣
役
へ
の
勤
仕
の
た
め
に
社
司
が
神
祇
官
の
官
職
に
も
預

か
っ
た
こ
と
が
窺
い
知
れ
よ
う
。
近
世
の
身
分
制
社
会
に
在
っ
て
朝
廷
の

正
式
な
官
職
に
預
か
れ
る
こ
と
は
、
位
階
を
有
す
る
神
社
神
職
に
と
っ
て

も
特
段
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
願
い
出
の
結
果
は
既
述
の
通
り
、
益

親
の
勤
仕
が
叶
っ
て
祖
父
・
宣
親
と
同
じ
く
神
祇
少
祐
と
さ
れ
た
の
で
あ
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る
が
、
次
の
延
享
五
年
度
に
は
益
親
・
久
政
両
人
揃
っ
て
奉
仕
で
き
て
い

る
（【
概
要
③
】
参
照
）。
と
こ
ろ
で
、
願
書
で
は
益
親
が
正
四
位
下
な
の

に
対
し
、『
稙
房
卿
記
』
に
正
五
位
下
と
あ
る
の
は
、
稙
房
が
早
い
時
期

か
ら
次
第
を
整
理
し
て
い
た
か
誤
記
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
卜
部
・
中
臣
役
と
い
っ
た
参
仕
役
の
神
職
の
手
配
・
任
用
等

は
庭
田
重
熈
が
担
っ
て
お
り
、
願
書
で
の
前
例
も
鑑
み
る
と
、
大
嘗
会
奉

行
の
職
分
で
あ
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
読
み
取
れ
よ
う
。

　
　
　

七
、
お
わ
り
に
―
近
世
荒
見
川
祓
の
性
質
と
意
義

　

こ
れ
ま
で
、
近
世
の
荒
見
川
祓
の
概
要
を
整
理
し
、
日
時
・
人
員
・
場

所
等
を
示
す
と
と
も
に
、
元
文
三
年
度
の
大
嘗
祭
で
検
校
を
勤
め
た
万
里

小
路
稙
房
の
記
録
を
基
に
、
儀
式
次
第
の
読
解
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、

各
人
の
動
作
や
用
具
の
概
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
最
後
に

そ
れ
ら
の
分
析
を
通
じ
て
、
近
世
荒
見
川
祓
の
性
質
や
実
態
に
関
し
て
整

理
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
ま
と
め
に
代
え
た
い
。

　

ま
ず
、
近
世
荒
見
川
の
祓
儀
の
構
造
に
つ
い
て
は
、『
稙
房
卿
記
』
の

次
第
の
内
、
三
と
四
が
そ
の
中
核
と
な
る
。
三
は
卜
部
に
よ
る
大
麻
の

祓
行
事
で
あ
り
、
四
は
参
向
者
（
祓
の
受
け
手
）
自
ら
に
よ
る
贖
物
を

用
い
た
穢
汚
の
除
去
で
あ
る
。

　

三
と
四
を
中
核
と
し
た
構
造
自
体
は
、
六
月
・
十
二
月
晦
日
に
朱
雀

門
前
で
行
わ
れ
て
い
た
古
代
の
「
大
祓
」
に
も
通
じ
て
い
る
。
平
安
前
期

か
ら
中
期
に
か
け
て
の
大
祓
の
式
次
第
は
、（
１
）
ま
ず
神
官
に
よ
る
大

麻
の
祓
が
行
わ
れ
、（
２
）
そ
の
後
に
五
位
以
上
の
参
列
者
が
切
麻
を
用

い
て
自
ら
を
祓
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
当
初
は
祓
の
詞
が
（
１
）

の
前
に
読
ま
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
十
二
世
紀
前
期
に
は
（
１
）
の
後
に

読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た（
11
（

。
前
述
の
大
嘗
祭
で
の
八
月
・
九
月
・
十

月
各
晦
日
の
祓
も
同
様
の
次
第
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
麻
の
祓
が

あ
り
、次
に
自
祓
が
続
く
と
い
う
儀
式
の
流
れ
・
構
造
に
限
っ
て
み
れ
ば
、

近
世
荒
見
川
祓
は
古
代
の
大
祓
儀
の
形
を
概
ね
踏
襲
し
て
い
た
と
も
い
え

よ
う
。
で
は
、
用
具
・
作
法
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

三
で
は
、
祭
物
に
挿
し
て
あ
る
大
麻
を
祓
の
勤
仕
者
が
受
け
手
の
前

で
持
ち
、
受
け
手
は
そ
の
大
麻
に
対
し
て
「
一
撫
一
吻
」（
撫
で
て
息
を

吹
き
か
け
る
作
法
）
を
す
る
、
と
の
用
例
を
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
の
大

麻
の
形
状
は
【
図
２
】
や
【
図
３
】
か
ら
見
て
取
れ
る
が
、
荷
田
在
満
が

「
幣
ニ
テ
紙
シ
テ
ヲ
幣
串
ニ
着
タ
ル
物
」
と
記
し
た
よ
う
に（
11
（

、
祭
祀
や
神

事
で
用
い
る
「
御
幣
」（
串
に
布
帛
や
紙
を
挿
み
、
紙し

垂で

や
麻
を
垂
ら
し

た
も
の
）
状
で
あ
っ
た
。

　

御
幣
と
は
本
来
、
神
祇
・
神
霊
を
奉
斎
す
る
に
際
し
て
捧
げ
る
物
、
あ

る
い
は
、
奉
斎
さ
れ
た
神
祇
や
神
霊
の
表
象
・
標
示
（
シ
ル
シ
）
と
さ
れ
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る
も
の
で
あ
る（
11
（

。
荒
見
川
祓
で
も
祭
物
の
上
に
挿
し
て
い
る
た
め
、
神
に

捧
げ
て
清
浄
の
期
さ
れ
る
こ
と
を
請
い
願
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
薦
で

包
ま
れ
た
祭
物
の
中
身
は
、
布
二
本
や
紙
に
よ
る
模
造
品
、
綿
・
糸
・
楮

だ
と
い
わ
れ（
11
（

、「
祭
物
」と
の
名
が
示
す
通
り
、祭
祀
の
料
で
あ
る
幣
帛
や
、

古
代
の
祓
の
料
物
・
科
料
に
も
通
じ
る
も
の
、
ま
さ
に
神
へ
の
奉
献
品
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
祓
で
の
「
一
撫
一
吻
」
と
い
う
弁

や
史
の
行
為
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
「
一
撫
一
吻
」と
は
、古
代
の
天
皇
の
御
贖
で
の
作
法
に
み
え
る
よ
う
な
、

祓
の
所
作
を
い
う
。
九
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
御
贖
に
於
い
て

天
皇
は
、
進
上
さ
れ
た
御
服
に
「
気
息
」
を
給
い
、「
御
麻
」
で
御
体
を

摩
り
、
剣
に
「
御
気
」
を
着
け
る
こ
と
で
罪
穢
を
移
し
、
延
命
を
願
っ
た
。

そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
具
は
「
御
贖
物
」
と
称
さ
れ
、
身
に
着
け
た
罪
穢
を

贖
う
物
、
ま
た
は
御
身
の
贖
い
（
代
償
）
と
す
る
。

　

そ
う
し
た
用
具
の
在
り
方
を
鑑
み
る
と
、
本
来
、「
一
撫
一
吻
」
と
は

三
の
「
大
麻
」
に
で
は
な
く
、
四
の
「
贖
物
」
に
対
し
て
行
う
べ
き
作

法
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
贖
物
を
用
い
て
自
祓
を
す
る
四
の
次
第
で
も
、

贖
物
の
人
形
を
手
に
取
り
身
を
撫
で
る
所
作
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
現
象
の
背
景
に
在
る
も
の
は
何
か
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
本
稿

で
も
幾
度
と
な
く
取
り
上
げ
て
き
た
、
祓
の
変
遷
の
歴
史
、
祓
の
性
質
の

変
容
な
の
で
あ
ろ
う
。
既
に
平
安
前
期
の
大
嘗
会
に
於
い
て
、
大
祓
と
御

禊
は
共
に
穢
を
取
り
除
く
目
的
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
近
世
大
嘗
祭
に

在
っ
て
も
荒
見
川
祓
と
御
禊
と
は
、
場
所
こ
そ
異
な
る
が
、
儀
式
構
造
・

作
法
は
凡
そ
共
通
し
て
お
り（
1（
（

、
両
者
の
同
化
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。

　

二
二
一
年
の
途
絶
を
経
て
貞
享
四
年
に
大
嘗
祭
は
再
興
に
至
る
が
、
そ

の
間
、
天
皇
と
朝
廷
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
は
大
き
く
変
動
し
た
。
祭
祀

や
祓
の
在
り
方
も
古
代
と
中
世
と
で
は
大
き
な
変
容
が
あ
り
、
近
世
の
祭

祀
や
祓
の
観
念
も
、
中
世
を
経
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
る（
11
（

。

　

近
世
荒
見
川
祓
に
つ
い
て
も
ま
た
、
古
代
の
大
嘗
祭
儀
に
於
け
る
位
置

付
け
・
在
り
方
の
ま
ま
に
定
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
は
、
目
的

や
意
味
付
け
を
新
た
に
、
近
世
的
な
理
解
・
受
容
の
下
で
古
儀
と
し
て
再

興
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
作
法
も
禊
と
同
化
す
る
な
ど
、
長
い
歴
史
の
中
で

変
容
を
遂
げ
、
重
層
化
し
た
祓
の
様
相
を
見
て
取
れ
る
と
こ
ろ
に
、
近
世

荒
見
川
祓
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

註（1
）�

拙
稿
「
祓
具
の
諸
相
―
大
麻
（
お
お
ぬ
さ
）
を
中
心
に
―
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発

推
進
機
構
紀
要
』
第
九
号
、
國�

學�

院�

大�

學�

研
究
開
発
推
進
機
構
、
平
成
二
九
年
）
二
五
～
五
四
頁
。

（
（
）�「
大
嘗
祭
関
係
論
文
目
録
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
五
・
二
五
六
合
併
号
〔
特
集�

大

嘗
祭
〕所
収
、神
道
宗
教
学
会
、令
和
元
年
七
月
）一（
四
一
五
）～
三
〇（
三
八
六
）

頁
。
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（
3
）�
岡
田
重
精
「
大
嘗
祭
に
於
け
る
斎
戒
」（『
大
嘗
祭
の
研
究
』
皇
學
館
大
學
神
道
研

究
所
、
皇
學
館
大
學
出
版
部
、
昭
和
五
三
年
）
九
九
～
一
二
四
頁
。
後
に
「『
儀
式
』

―
大
嘗
祭
に
お
け
る
斎
戒
」（『
古
代
の
斎
忌
（
イ
ミ
）
―
日
本
人
の
基
層
信
仰
―
』
第
三
章
、

国
書
刊
行
会
、
昭
和
五
七
年
、
一
二
一
～
一
三
三
頁
）
に
て
、
主
旨
は
一
致
す
る

が
表
現
を
改
め
つ
つ
、大
嘗
祭
に
於
け
る
斎
戒
と
祓
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）�『
儀
式
』（〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
一
〕『
儀
式
・
内
裏
式
』
所
収
〕、
渡
邊
直

彦
校
注
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
五
年
）
三
五
～
一
二
七
頁
。
以
降
、『
儀
式
』

は
本
書
を
用
い
る
。

（
（
）�「
検
校
」
と
は
、
点
検
・
校
正
す
る
と
こ
ろ
に
由
来
し
た
監
督
官
の
称
で
あ
る
。『
儀

式
』
に
よ
れ
ば
、
大
・
中
納
言
と
参
議
の
計
三
人
の
公
卿
が
任
じ
ら
れ
、「
弁
」

以
下
の
行
事
官
を
統
括
し
た
、ま
さ
に
大
嘗
祭
運
営
の
責
任
役
と
い
え
る（『
儀
式
』

三
五
頁
）。

（
（
）�

運
営
・
実
務
を
担
当
す
る
「
行
事
」
は
、
悠
紀
・
主
基
両
方
に
分
か
れ
て
任
じ
ら

れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
四
位
一
人
・
五
位
三
人
（
弁
に
在
る
者
を
含
む
）
を
始
め
、
諸

司
の
判
官
以
上
の
官
職
に
預
か
る
者
（
史
で
あ
る
者
を
含
む
）
四
人
、
同
主
典
以

下
が
五
人
、
官
掌
一
人
、
使
部
・
直
が
各
一
人
と
定
め
ら
れ
て
い
た
（『
儀
式
』

三
五
頁
）。

（
（
）�『
儀
式
』
三
八
頁
。

（
8
）�「
践
祚
大
嘗
祭
儀
」
で
は
、
北
野
斎
場
の
卜
定
に
先
立
つ
、
神
祇
官
に
よ
る
国
郡

卜
定
の
次
第
は
載
せ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
も
「
密
封
」
の
上
で
上
奏
さ
れ
た
た

め
、
祓
儀
の
有
無
に
つ
い
て
は
定
か
で
な
い
。

（
（
）�〔
日
本
思
想
大
系
新
装
版
〕『
律
令
』（
井
上
光
貞　

関　
　

晃

土
田
直
鎮　

青
木
和
夫
校
注
、
岩
波
書
店
、
平
成

一
三
年
）
二
一
五
頁
。

（
10
）�

前
掲
註
（
3
）
岡
田
「
大
嘗
祭
に
於
け
る
斎
戒
」
一
〇
四
頁
。

（
11
）�『
儀
式
』
三
八
、四
一
、四
四
、四
六
、四
八
頁
。

（
1（
）�『
儀
式
』
四
〇
頁
。

（
13
）�『
儀
式
』
六
六
、七
六
、七
七
、八
二
、八
二
、八
四
頁
。

（
14
）�『
儀
式
』
四
七
、八
一
頁
。

（
1（
）�『
儀
式
』
六
六
頁
。

（
1（
）�『
儀
式
』
九
八
頁
。

（
1（
）�「
践
祚
大
嘗
祭
式
」（〔
訳
注
日
本
史
料
〕『
延
喜
式
』
上
、
虎
尾
俊
哉
編
、
集
英
社
、

平
成
二
一
年
）
三
九
〇
～
四
四
二
頁
。
以
降
、『
延
喜
式
』
上
は
本
書
を
用
い
る
。

（
18
）�『
延
喜
式
』
上
、
三
九
〇
、三
九
四
、三
九
八
、四
〇
四
、四
二
二
頁
、
四
三
〇
、�

四
三
六
、四
四
二
頁
。

（
1（
）�『
延
喜
式
』
上
、
四
〇
〇
頁
。

（
（0
）�

仁
寿
元
年
八
月
己
巳
条
、
同
年
十
月
甲
子
条
、
同
戊
辰
条
、
同
年
十
一
月
丁
酉
条
、

『
文
徳
天
皇
実
録
』（〔
新
訂

増
補
國
史
大
系　

第
三
巻
〕『
日
本
後
紀　

續
日
本
後
紀　

文
德

天
皇
実
錄
』
所
収
（
黒
板
勝
美
編
輯
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
二
年
）
三
〇
、�

三
二
、三
三
頁
。

（
（1
）�

高
原
玄
承
「
修
祓
に
つ
い
て
」（『
神
道
宗
教
』
第
一
五
五
号
、
神
道
宗
教
学
会
、

平
成
六
年
）
五
七
～
八
一
頁
。
の
ち
、
同
『
祓
へ
の
研
究
―
修
祓
に
つ
い
て
―
』（
甲

斐
奈
神
社
、
平
成
二
〇
年
）
に
所
収
。

（
（（
）�

三
橋
正「
大
祓
」（『
日
本
古
代
神
祇
制
度
の
形
成
と
展
開
』第
二
篇
第
一
章
所
収
、

法
蔵
館
、
平
成
二
二
年
）
二
〇
九
～
二
七
八
頁
。

（
（3
）�

貞
観
元
年
九
月
十
日
壬
戌
条
、
同
卅
日
壬
午
条
、
同
年
十
月
廿
一
日
癸
卯
条
、
同

年
十
一
月
卅
日
辛
巳
条
、『
日
本
三
代
實
録
』（〔
新
訂

増
補
國
史
大
系　

第
三
巻
〕
黒
板
勝
美

編
輯
、
吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
二
年
）
三
八
・
三
九
、四
二
頁
。

（
（4
）�

前
掲
註
（
3
）
岡
田
「
大
嘗
祭
に
於
け
る
斎
戒
」
一
〇
四
～
一
一
一
頁
。

（
（（
）�

康
治
元
年
九
月
己
巳
条
（〔
新
訂

増
補
國
史
大
系　

第
九
巻
〕『
本
朝
世
紀
』
黒
板
勝
美
編
輯
、

吉
川
弘
文
館
、
平
成
一
一
年
）
三
九
一
頁
。
以
降
、『
本
朝
世
紀
』
は
本
書
を
用

い
る
。

（
（（
）�

康
治
元
年
十
月
廿
六
日
乙
酉
条
、同
年
十
一
月
三
日
辛
卯
条
、同
十
五
日
癸
卯
条
、

同
廿
七
日
乙
卯
条
、『
本
朝
世
紀
』
四
〇
〇
～
四
〇
五
頁
。

（
（（
）�
康
治
元
年
七
月
廿
七
日
戊
午
条
、
同
年
八
月
七
日
丁
卯
条
、
同
十
六
日
丙
子
条
、



― （01 ― 近世大嘗祭に於ける荒見川祓の研究

同
十
九
日
己
卯
条
、
同
廿
四
日
甲
申
条
、『
本
朝
世
紀
』
三
八
五
～
三
八
九
頁
。

（
（8
）�

康
治
元
年
九
月
十
四
日
癸
卯
条
、『
本
朝
世
紀
』
三
九
二
頁
。

（
（（
）�

寛
治
元
年
八
月
卅
日
己
酉
条
、
同
元
年
十
月
卅
日
戊
申
条
、『
本
朝
世
紀
』

二
八
二
、二
八
五
頁
。

（
30
）�

角
田
文
衞
「
総
説
三　

平
安
宮
」（『
平
安
時
代
史
辞
典
』
本
編
上
、［
財
］
古
代
学

協
会
・
考

古
学
研

究
所

編
、
角
川
書
店
、
平
成
六
年
）
三
一
～
三
六
頁
。

（
31
）�『
永
和
度
大
嘗
會
記
』（〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
五
〕『
践
祚
大
嘗
祭
』
所
収
、
大
野

健
雄
校
注
、
神
道
大
系

編
纂
会　

、
昭
和
六
〇
年
）
一
三
二
頁
。

（
3（
）�『
御
讓
位
御
卽
位
御
禊
行
幸
大
嘗
會
假
名
字
記
』（〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
五
〕『
践

祚
大
嘗
祭
』
所
収
）
一
八
四
～
二
一
一
頁
。

（
33
）�『
御
讓
位
御
卽
位
御
禊
行
幸
大
嘗
會
假
名
字
記
』
二
一
〇
頁
。

（
34
）�『
御
讓
位
御
卽
位
御
禊
行
幸
大
嘗
會
假
名
字
記
』
二
〇
六
頁
。

（
3（
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
２
０
〕『
後
桜
町
天
皇
実
録
』第
一
巻（
ゆ
ま
に
書
房
、藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
三
一
一
～
三
一
三
頁
。
明
和
元
年
十
一
月
十
三
日
、
吉
田
兼
雄
が

大
嘗
祭
三
ヵ
度
の
謹
仕
を
賞
し
て
直
衣
が
聴
さ
れ
る
際
、
兼
雄
は
兼
熈
・
兼
倶
両

代
の
例
に
依
っ
て
願
い
出
て
い
る
。
三
度
の
奉
仕
に
及
ん
だ
兼
倶
は
吉
田
家
の
拠

る
べ
き
前
例
で
あ
っ
た
。

（
3（
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
１
２
〕『
東
山
天
皇
実
録
』
第
一
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
七
七
頁
。

（
3（
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
１
５
〕『
桜
町
天
皇
実
録
』
第
一
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
三
七
〇
～
三
七
一
頁
。

（
38
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
１
７
〕『
桃
園
天
皇
実
録
』
第
一
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
一
七
八
・
一
七
九
、一
八
三
頁
。

（
3（
）�『
後
桜
町
天
皇
実
録
』
第
一
巻
、
二
六
九
・
二
七
〇
頁
。

（
40
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
２
４
〕『
後
桃
園
天
皇
実
録
』第
一
巻（
ゆ
ま
に
書
房
、藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
二
四
〇
・
二
四
一
頁
。

（
41
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
２
６
〕『
光
格
天
皇
実
録
』
第
一
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
四
四
〇
頁
。

（
4（
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
３
１
〕『
仁
孝
天
皇
実
録
』
第
一
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
二
三
七
、二
四
〇
・
二
四
一
頁
。

（
43
）�〔
天
皇
皇
族
実
録
１
３
４
〕『
孝
明
天
皇
実
録
』
第
一
巻
（
ゆ
ま
に
書
房
、
藤
井
讓
治

吉
岡
眞
之
監
修
、

平
成
一
八
年
）
一
四
四
～
一
四
六
頁
。

（
44
）�『
日
本
陰
陽
暦
日
対
照
表
』
下
巻
、
加
唐
興
三
郎
編
、
ニ
ッ
ト
ー
、
平
成
五
年
）

一
一
七
五
、一
二
七
七
、一
二
九
七
、一
三
二
九
、一
三
四
三
、一
三
七
五
、一
四
三
七
、

一
四
九
七
頁
。

（
4（
）�

作
図
に
当
た
っ
て
は
、「
第
二
十
一　

元
禄
九
年
刊　

京
大
絵
圖
」「
第
二
十
三　

享
保

八
年
刊　

京
大
絵
圖
」「
第
二
十
七　

天
保
二
年
刊　

京
町
絵
図
細
見
大
成
」（『
京

都
市
史　

地
図
編
』
所
載
、
京
都
市
編
、
昭
和
二
二
年
、
五
八
、六
一
、六
八
頁
）

を
参
照
し
た
。

（
4（
）�『
大
嘗
會
本
義
』
巻
第
二
（〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
五
〕『
践
祚
大
嘗
祭
』
所
収
）

三
三
二
～
三
三
五
頁
。貞
享
度
と
元
文
度
に
は
半
世
紀
余
り
の
開
き
が
あ
る
た
め
、

完
全
で
は
な
い
に
し
て
も
、
概
ね
一
致
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
4（
）�「
洛
西
葛
野
郡
紙
屋
川
筋
高
橋
辺
御
絵
図
」（『
大
嘗
祭
史
料
―
鈴
鹿
家
文
書
』
鳥
越

憲
三
郎　

有
坂
隆
道　

島
田
竜
雄
編
著
、
柏
書
房
、
平
成
二
年
）
三
九
頁
。

（
48
）�『
大
嘗
會
儀
式
具
釋
』巻
第
二
、『
大
嘗
會
便
蒙
』上（〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
五
〕『
践

祚
大
嘗
祭
』
所
収
）
四
三
二
～
四
三
七
、五
七
四
頁
。

（
4（
）�『
桜
町
天
皇
実
録
』
第
一
巻
、
三
七
〇
・
三
七
一
頁
。

（
（0
）�

稙
房
は
宝
永
二
（
一
七
〇
五
）
年
生
～
明
和
元
（
一
七
六
四
）
年
没
。
尊
号
一
件

の
折
に
武
家
伝
奏
を
務
め
て
い
た
政
房
の
養
父
と
し
て
知
ら
れ
る
（『〔
新
訂

増
補
国
史
大

系　

第
五
六
巻
〕
公
卿
補
任
』
第
四
巻
、
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系

編
修
會

編
輯
、
吉
川
弘
文
館
、

昭
和
四
〇
年
、
三
〇
九
、三
三
〇
～
三
三
二
頁
）。
以
降
、『
公
卿
補
任
』
第
四
巻

は
本
書
を
用
い
る
。

（
（1
）�『
公
卿
補
任
』
第
四
巻
、
三
三
〇
～
三
三
二
頁
。

（
（（
）�『
公
卿
補
任
』
第
四
巻
、
三
三
〇
～
三
三
四
、三
四
二
頁
。



國學院雜誌　第 120 巻第 11 号（2019年） ― （0（ ―
（
（3
）�
稙
房
の
父
・
尚
房
の
養
父
で
あ
る
淳
房
は
、
貞
享
四
年
度
大
嘗
祭
の
検
校
の
一
人

で
あ
っ
た
。
二
二
〇
年
余
り
の
途
絶
を
経
た
大
嘗
祭
の
再
興
と
い
う
難
事
に
当
た

り
、
検
校
を
勤
め
た
淳
房
は
『
大
嘗
會
記
永
享
二
年

権
大
外
記
康
富
記
』（
中
原
康
富
に
よ
る

後
花
園
天
皇
の
大
嘗
會
の
記
録
）
を
自
ら
書
写
す
る
な
ど
、
大
嘗
祭
儀
に
関
す
る

見
識
を
広
げ
、
理
解
の
深
化
に
努
め
て
い
た
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
中
御
門
資
熙

筆
写
本
奥
書
〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
五
〕『
践
祚
大
嘗
祭
』
所
収
、
一
八
〇
頁
）。

　
　

�　

そ
も
そ
も
万
里
小
路
家
は
、
広
橋
家
と
と
も
に
、
後
花
園
天
皇
の
永
享
二
年
度

の
例
に
倣
い
、
後
土
御
門
天
皇
の
文
正
元
年
度
（
中
世
最
後
、
以
後
貞
享
四
年
度

ま
で
途
絶
）
の
大
嘗
会
で
も
奉
行
で
あ
っ
た
と
い
い
（『
親
長
卿
御
記
文
正
元
年

自
九
月
大

嘗
會

雜
事
』〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
五
〕『
践
祚
大
嘗
祭
』
所
収
、
二
一
四
、二
一
六
頁
）、

家
記
等
に
よ
り
大
嘗
会
へ
の
造
詣
・
見
識
は
深
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

�　

一
方
で
、
稙
房
の
母
は
吉
田
兼
連
（
の
ち
兼
敬
）
の
娘
で
あ
る
。
神
祇
権
大
副

に
任
じ
ら
れ
た
兼
連
は
、
同
じ
く
貞
享
度
の
大
嘗
祭
に
あ
っ
て
は
宮
主
を
勤
め
、

同
祭
や
翌
年
の
新
嘗
祭
の
再
興
に
於
い
て
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
ま
た
、

元
文
度
の
大
嘗
祭
に
て
卜
部
・
宮
主
を
勤
め
た
神
祇
権
大
副
・
吉
田
兼
雄
は
兼
敬

の
孫
に
あ
た
り
、
稙
房
と
は
同
年
齢
の
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
（『〔
新
訂

増
補
国
史
大
系　

第
五
六
巻
〕
公
卿
補
任
』
第
四
巻
、
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系

編
修
會

編
輯
、
吉
川
弘
文
館
、
昭

和
四
〇
年
、
八
六
、九
六
、三
〇
二
、三
〇
九
、三
三
二
～
三
三
五
頁
）。

　
　

�　

以
上
の
よ
う
な
、
出
自
や
系
譜
に
よ
る
交
流
・
人
間
関
係
お
よ
び
、
検
校
と
し

て
の
稙
房
の
体
験
を
鑑
み
る
と
、
稙
房
の
大
嘗
祭
に
関
す
る
知
見
・
理
解
は
、
公

卿
の
中
で
も
一
層
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
よ
う
。

（
（4
）�

十
二
時
辰
に
基
づ
く
と
午
前
八
時
の
前
後
二
時
間
（
七
～
九
時
）
を
指
す
が
、
近

世
の
不
定
時
法
に
よ
れ
ば
晩
秋
の
た
め
、
少
し
遅
い
時
間
に
当
た
る
か
。

（
（（
）�

本
図
は
荒
見
川
祓
の
祓
場
・
調
度
等
を
図
示
し
た
も
の
で
、「
大
嘗
祭
関
係
諸
祭

調
度
等
図
」（
國
學
院
大
學
博
物
館
蔵
）
に
所
載
さ
れ
た
図
像
資
料
の
一
部
で
あ

る
。
参
向
・
参
仕
の
人
名
が
『
稙
房
卿
記
』
の
記
載
と
全
て
一
致
し
て
い
る
た
め
、

元
文
三
年
度
の
様
子
を
描
い
た
も
の
と
知
れ
る
。

（
（（
）�

鈴
鹿
家
は
京
都
吉
田
社
の
社
家
、
祝
（
神
職
）
で
あ
り
、
朝
廷
の
神
祇
大
副
（
神

祇
官
の
次
官
）
及
び
当
社
の
神
主
職
を
世
襲
し
た
吉
田
（
卜
部
）
家
の
家
老
を
務

め
た
家
で
あ
る
。
神
祇
官
で
も
要
職
に
在
っ
た
。
本
文
に
「
兩
人
共
路
如
兩
辨
、

尤
此
兩
人
卜
部
吉
田
社
祝
、
本
雖
爲
中
臣
、
今
度
就
大
嘗
會
吉
田
社
祝
輩
悉
爲
卜

部
、
此
度
役
相
從
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
鈴
鹿
氏
は
本
姓
を
中
臣
氏
と
す
る
。

大
嘗
会
（
祭
）
に
つ
き
、
卜
部
（
吉
田
）
家
配
下
の
吉
田
社
神
職
は
、
み
な
悉
く

「
卜
部
」
を
称
し
て
奉
仕
役
に
従
事
し
た
こ
と
が
窺
え
る
。

（
（（
）�

平
野
社
の
鈴
鹿
家
は
、
中
西
家
（
大
中
臣
氏
）、
伊
藤
家
（
卜
部
氏
）
と
と
も
に

近
世
同
社
の
「
社
司
」
を
務
め
た
。
元
は
吉
田
社
の
社
人
・
鈴
鹿
家
よ
り
分
か
れ

出
た
も
の
で
、
主
水
の
子
・
宣
親
を
そ
の
祖
と
す
る
。
中
西
・
伊
藤
両
家
と
同
列

で
あ
る
た
め
元
禄
年
間
以
降
、
社
司
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
本
姓

に
因
み
「
中
臣
」
役
と
し
て
、
祓
神
事
に
出
仕
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

藤
井
讓
治
「
近
世
の
平
野
社
」（『
平
野
神
社
史
』
第
四
章
、
上
田
正
昭
監
修
、
平

野
神
社
、
平
成
五
年
、
四
七
～
八
〇
頁
）
参
照
。

（
（8
）�

春
日
社
の
氏
人
は
、
社
内
に
於
け
る
未
任
官
の
祀
官
（
神
職
）
の
称
で
あ
り
（
松

村
和
歌
子
「
中
世
春
日
社
の
社
司
と
祈
祷
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

第
一
四
二
集
、
平
成
二
〇
年
、
一
五
八
・
一
五
九
頁
参
照
）、
富
田
家
は
当
社
の
年

中
行
事
書
に
そ
の
名
が
み
え
る
。
な
お
、
春
日
社
内
の
掟
類
を
取
り
ま
と
め
た
、

近
世
前
期
の
延
宝
八
（
一
六
八
〇
）
年
六
月
筆
写
「
春
日
社
法
」
に
は
、

　
　
　

一�

社
司
等
參
勤
神
役
之
時
、
束
帶
・
衣
冠
・
狩
衣
・
直
垂
等
随
其
事
而
著
之
、

氏
人
者
帶
位
階
、
於
社
頭
者
淨
衣
・
狩
衣
・
直
垂
之
外
不
著
之
、
雖
然
勤
仕

于
大
宮
祭
礼
巳
祓
及
御
棚
役
之
節
、
雖
未
任
社
司
著
衣
冠
束
帶
矣
、
且
公
方

御
礼
之
節
著
衣
冠
流
例
也
、
大
嘗
會
荒
見
川

參
勤
者
束
帶
、
号
是
作
社
司
也
、
外
者
不
在
制
之

限
也
、

　
　

�

と
の
、
装
束
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
（「
春
日
社
法
」『〔
神
道
大
系
神
社
編
一
三
〕

春
日
』
所
収
、
長
島
福
太
郎
校
注
、
神
道
大
系

編
纂
会

、
昭
和
六
〇
年
、
二
六
七
頁
）。
こ

こ
で
は
、
位
階
の
あ
る
当
社
の
氏
人
の
装
束
が
規
定
さ
れ
る
が
、
大
嘗
會
の
荒
見
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川
祓
に
は
束
帯
で
参
勤
す
る
も
の
と
あ
る
。
春
日
社
の
氏
人
が
荒
見
川
祓
に
参
仕

す
る
こ
と
が
当
社
の
社
法
中
で
明
文
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
本

社
法
は
延
宝
八
年
に
転
写
さ
れ
た
も
の
と
す
る
が
、
こ
の
記
載
が
延
宝
期
以
前
の

定
め
で
あ
る
の
か
、
後
世
の
加
筆
で
あ
る
か
は
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
。

（
（（
）�

下
鴨
社
（
賀
茂
御
祖
神
社
）
の
事
例
で
あ
る
が
、「
刀
禰
」
は
、
神
事
の
際
の
先

払
や
警
固
役
、
御
神
宝
の
持
運
び
、
社
頭
の
番
な
ど
に
従
事
し
た
下
級
神
職
で
あ

る
（「
拾
箇
條
區
別
注
進
状
」『〔
神
道
大
系
神
社
編
八
〕
賀
茂
』
所
収
、
柴
田
実
校
注
、

神
道
大
系

編
纂
会

、
昭
和
五
九
年
、
一
八
九
頁
）。

（
（0
）�「
践
祚
大
嘗
祭
儀
」（『
儀
式
』
巻
第
二
）
四
一
頁
、「
践
祚
大
嘗
祭
式
」（『
延
喜
式
』

上
・
巻
第
七
）
三
九
〇
～
三
九
三
頁
。

（
（1
）�

図
３
・
図
４
共
に
、
荒
見
川
祓
の
用
具
の
描
写
で
あ
る
。「
大
嘗
祭
御
道
具
幷
御

殿
之
図
」（
國
學
院
大
學
神
道
文
化
学
部
蔵
）
の
所
載
。

（
（（
）�

十
二
時
辰
で
は
午
前
十
時
の
前
後
二
時
間
（
九
～
十
一
時
）
を
指
す
が
、
不
定
時

法
に
よ
り
少
し
遅
い
時
間
に
当
た
る
か
。
午
前
中
の
祓
儀
で
あ
っ
た
。

（
（3
）�

大
嘗
祭
と
万
里
小
路
家
の
関
係
等
は
前
掲
註
（
（4
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（4
）�

史
料
㊼
「
荒
見
河
祓
（
元
文
三
年
九
月
晦
日
）」（『
大
嘗
祭
史
料
―
鈴
鹿
家
文
書
』）

一
六
七
頁
。

（
（（
）�

史
料
⑥
「
卜
部
改
姓
の
事
（
元
文
三
年
七
月
二
十
五
日
）」、
史
料
⑦
「
中
臣
復
姓
の
事
（
元

文
三
年
十
二
月
十
日
）」（『
大
嘗
祭
史
料
―
鈴
鹿
家
文
書
』）
九
九
頁
。

（
（（
）�

史
料
㊻
「
荒
見
河
祓
の
中
臣
役
願
書
（
元
文
三
年
八
月
十
一
日
）」（『
大
嘗
祭
史
料
―
鈴

鹿
家
文
書
』）
一
六
七
頁
。

（
（（
）�

前
掲
註
（
1
）
拙
稿
、
三
六
・
三
七
頁
。

（
（8
）�『
大
嘗
會
儀
式
具
釋
』
巻
第
二
（〔
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
五
〕『
践
祚
大
嘗
祭
』
所
収
）

四
三
五
頁
。

（
（（
）�

拙
稿
「
建
築
儀
礼
に
於
け
る
御
幣
―
近
世
の
儀
礼
次
第
を
用
い
て
―
」（『
國
學
院
大
學

研
究
開
発
推
進
機
構
紀
要
』
第
八
号
、
國�

學�

院�

大�

學�

研
究
開
発
推
進
機
構
、
平
成
二
八
年
）
三
七
～

七
四
頁
。

（
（0
）�「
荒
見
川
祓
の
祭
物
」『
大
嘗
祭
史
料
―
鈴
鹿
家
文
書
』
三
九
頁
。

（
（1
）�

元
文
三
年
度
の
御
禊
に
は
、
殖
房
を
含
め
た
三
人
の
検
校
も
参
仕
し
た
。『
殖
房

卿
記
』
に
は
当
日
の
殖
房
の
見
分
と
、
関
白
の
一
条
道
香
作
成
・
進
上
の
「
御
禊

次
第
」
が
記
さ
れ
る
。
見
分
で
は
清
涼
殿
内
の
名
称
や
人
名
に
記
述
が
及
ぶ
点
、

次
第
に
対
し
て
当
日
は
雨
儀
で
あ
っ
た
点
が
異
な
る
が
、
順
序
・
作
法
は
同
一
で

あ
る
。
概
要
は
、
予
め
清
涼
殿
東
庭
（
こ
の
度
は
雨
儀
に
つ
き
紫
宸
殿
に
渡
る
長

橋
の
絶
間
）
に
御
贖
物
を
弁
備
し
、
酉
半
刻
（
午
後
六
時
頃
）
過
ぎ
、
①
御
束
帯

を
着
御
さ
れ
た
天
皇
が
昼
御
座
に
出
御
、
関
白
も
孫
庇
（
日
御
座
と
簀
子
〔
縁
側

に
相
当
〕
の
間
の
間
）
に
置
か
れ
た
円
座
に
着
く
。
②
天
皇
に
御
贖
物
が
供
さ
れ
、

③
さ
ら
に
中
臣
女
が
天
皇
の
御
前
に
大
麻
を
奉
り
、
天
皇
は
一
撫
一
吻
さ
れ
て
終

わ
る
と
返
さ
れ
た
。
④
次
い
で
関
白
の
前
に
贖
物
が
置
か
れ
、
⑤
宮
主
（
神
事
の

斎
行
者
）
が
解
除
（
祓
）
詞
を
奏
し
て
い
る
。
⑥
関
白
に
大
麻
が
進
め
ら
れ
、
終

わ
る
と
返
さ
れ
、
そ
の
後
に
御
贖
物
・
贖
物
が
撤
さ
れ
て
御
禊
は
終
了
と
な
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（『
桜
町
天
皇
実
録
』
第
一
巻
、
三
七
三
～
三
七
五
頁
）。

（
（（
）�『
祭
祀
・
祭
礼
の
変
遷
―
古
代
・
中
世
を
中
心
に
―
』（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構

学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
〔
神

道
資
料
館
部
門
〕、
平
成
二
九
年
）。


